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平成２６年第４回長与町議会定例会 

議事日程（第３号） 

                         平成２６年１２月 ４日（木） 

                         午  前  ９時３０分 開議 

日程 議案番号 件         名 備 考

１ － 一般質問  
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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 通告順６、饗庭敦子議員の①ＩＣＴ（情報通信技術）の活用について、②

駐車場についての質問を同時に許します。 

 １番、饗庭敦子議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 定例会も３日目となりました。皆さん、それぞれストレスを少しずつ感じ

ておられるころではないかというふうに思います。ストレスを感じたら、御

自身でどこにストレスがあるかということを考えていただき、ストレス対策

をとっていただき、心の健康に注意していただければなというふうに思って

おります。 

 ちなみに、私のストレス解消法としましては、コンサートに行ったり映画

を見たり美術館に行って絵画の鑑賞をしたりして感受性を高め、そしてそこ

で心を癒やしております。皆さんも何かストレス解消法を身につけていただ

ければというふうに思います。 

 では、きょう１番目の質問になりますので、パワー全開して質問させてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 ①ＩＣＴ（情報通信技術）の活用について。 

 現在の高度情報社会において、地方自治体もＩＣＴを活用した、例えばタ

ブレット端末を使ったペーパーレス化の推進や、フェイスブックを活用した

住民との双方向の情報発信、サブ的な役割での連絡手段、ミニ会議等の構築

などで行政運営の効率化を進めている自治体もあります。また、住民の利便

性を向上させるために、窓口体制の見直しやシステム上で申請内容の審査、

結果通知ができるなど、業務の効率化も必要になってきております。 

 既存の紙ベースでの業務についてＩＣＴ化が進むと、効率的な行政運営が

できると思います。しかし、業務の処理上、紙媒体などの添付処理が必要な

場合など、情報の共有化といったＩＣＴ化の効果が十分に発揮されていない

ものも見受けられます。 

 そこで、長与町がどのように取り組んでおられるか質問いたします。 

 １、窓口体制の見直しや電子申請の利用を一層促進していくための町の具

体的な取り組みについてお伺いいたします。 

 ２、自宅でも外出先でも防災情報など必要な情報がタイムリーに伝わるシ

ステムについて、取り組んでいる現状をお伺いいたします。 

 ３、フェイスブック、ライン、ツイッターを活用した情報発信の現状をど

のように捉えているか、お伺いいたします。 

 ４、地域支え合いＩＣＴモデル事業の本格活動から６カ月を経過しており
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ますが、得られたことは何か、お伺いいたします。 

 ５、会議等のペーパーレス化について、どのように考えているかお伺いし

ます。また、費用対効果をどう捉えておられるか、お伺いします。 

 ６、コミュニティーＦＭの進捗状況はどうか、お伺いします。 

 ７、ＩＣＴ化による行政運営の効率化はどうか、お伺いいたします。 

 ②駐車場について。 

 町長の所信表明で、かゆいところに手の届く行政、住民に対するサービス

とは住民の方々にとって役場が相談しやすい場所であるとともに、地域の課

題、住民の要求に早急に的確に対処できることと、また、思いやる優しさが

あふれ自然環境と調和し、機能性、快適性、利便性を備えたまちづくりを目

指し、情報インフラを整え、交通体系などを見直し、中心市街地の活性化に

取り組むと掲げられておられます。 

 その中で、住民サービスの一つとして、駐車場の利用の方法をどのように

考えておられるかについて、以下の質問をいたします。 

 １、長与町庁舎の駐車場の現状をどう捉えているか、お伺いします。 

 ２、公共施設の駐車場の現状はどうか、お伺いします。 

 ３、年末年始等、施設が稼働してないときに帰省される方々への駐車場へ

の開放は考えられないか、お伺いします。 

 以上、質問いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 皆様、おはようございます。 

 きょう、１番目の質問者であります饗庭議員の情報通信技術の活用につい

てお答えさせていただきたいと思います。 

 近年の情報通信技術の急速な進展に伴いまして、各自治体においても、Ｉ

ＣＴ化が進められておりまして、本町においても事務の効率化を図るために

独自に取り組んできたところでございますけれども、今後もＩＣＴ化につき

ましては、研究してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 そこで、現在の取り組みといたしまして、長崎県が長崎県自治体クラウド

サービスを開始しておりますので、そのシステムの一つでありますところの

簡易電子申請の公共施設予約システムにつきまして、担当課と協議をし、検

討をしているところでございます。 

 今後も、その予約システムの活用によって、対応できる業務や受付窓口を

含めたところの業務の効率化及び住民サービス等を考慮し、さらに検討を重

ねてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 ２点目の防災情報の取り組み現状についてでございますけれども、気象情

報の発表や避難所の開設などの防災情報につきまして、まず防災行政無線、

これを用いた屋外拡声放送による伝達体がございます。この無線放送を補完

する手段といたしまして、放送内容を登録メールで確認できるシステムが１

つ、町のホームページ上での緊急情報としての掲示、そして携帯電話各社と
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提携した緊急速報エリアメール、４つ目が報道機関によるテレビ、ラジオの

放送でございます。 

 ＩＣＴを活用した防災情報の伝達につきましては、引き続きその利便性の

向上を念頭に、拡充を図っていくべきものと考えております。 

 一方、パソコンや携帯電話などを利用されていない方々に対しても、防災

情報という性質上、情報格差を生じないよう配慮していく必要がございます。 

 そのための具体策としましては、防災行政無線内容を無料で確認できる電

話サービスについての継続的の周知啓発、緊急時における公用車や消防車に

よる広報などの従来型の情報伝達手段につきましても、必要な場合は確実に

実施をしてまいりたいというふうに考えております。 

 ３点目でございます。フェイスブック、ライン、ツイッターを活用した情

報発信の現状をどのように捉えているかという御質問でございます。 

 町の活性化や交流人口の増加を促すことを目的に、効果的な町のＰＲの手

法の一環といたしまして、平成２５年１月からフェイスブックの活用を始め

たところでございます。そしてまた、同年５月にはツイッターを、さらには

若い世代で爆発的に広がってまいりましたラインを、自治体としては県内で

始めてスタートさせたわけでございます。 

 町の魅力をいかに広く町内外へ発信するかということを念頭に置きまして、

イベント情報や旬の情報などを中心に情報発信に努めてまいりました。フェ

イスブックを開設してから１年１０カ月たつわけですけれども、この間、投

稿件数１８８件、「いいね」の数が５２１件、コメントによるやりとりが２

８１件、メッセージが１２件、ホームページや電話による問い合わせや取材

の依頼等もあり、町外者や比較的若い世代からの御意見もいただくことがで

き、非常に有効な手段であったというふうに認識をいたしております。 

 また、ことし３月に開催いたしました長与シーサイドマルシェにつきまし

ても別途開設し、わずか１カ月半で「いいね」の件数が６５０件となり、開

催決定からわずか２カ月足らずではありましたが、集客につながった大きな

要因であったというふうに考えております。 

 ＳＮＳによる情報発信は非常に有効でありまして、かつ即効性にすぐれて

いることから、人員体制が整え得る次第であれば、子育て情報や介護情報な

ど、ターゲットを絞った情報発信ができるのではないかと考えております。 

 ４点目の御質問についてでございます。 

 地域支え合いＩＣＴモデル事業につきましては、本年４月の本稼働から８

カ月を経過し、現在、百合野地区９８世帯、うち見守り対象世帯３８世帯で

御利用いただいておるところでございます。 

 情報発信機能につきましては、１０月実績で「役場からのお知らせ」が５

件、「地域なんでん掲示板」１０件、「簡単メール」送信件数２６件という

状況でございます。 

 一方、見守り機能につきましては、３日以上テレビ閲覧がない場合及び定

期的な訪問によるＩＣＴ普及員の対応は訪問３２件、電話３９件の合計７１

件でございます。幸い、これまでに安否が懸念されているようなケースは発
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生をしてないところであります。 

 利用者の皆さんには、防災情報をテレビで確認できる機能や、地域のイベ

ント等身近な情報を閲覧できる点が好評のようでございます。 

 これまでの取り組みの成果としましては、ＩＣＴ普及員による戸別訪問や

電話連絡に加え、導入に際しての説明会の開催や折に触れての操作方法の説

明、その他、人と人とのかかわり合いの中で定着を図ってきたことから、Ｉ

ＣＴ普及員、利用者、その他の地域の皆さん相互の信頼関係を以前にも増し

て深めることができたのではないかと感じております。言うなれば、先進

的・効率的なＩＣＴを活用するにも、その機能を効果的に発揮するには、や

はり人のつながり、相互の信頼関係が重要な基盤として必要であるというこ

とを認識させていただいておるところでございます。 

 ５点目の、会議等のぺーパーレス化につきましてですけれども、会議時な

どにおける、パソコン画面で資料をリアルタイムに確認できる、いわゆるイ

ントラネットの構築につきましては、端末の整備やランの構築、またソフト

の購入などが必要となります。現在は国、県等の補助金がなく、多額な費用

もかかるということで、費用対効果という面から慎重に対応していきたいと

いうふうに考えております。 

 ６点目の御質問についてお答えをさせていただきます。 

 コミュニティーＦＭラジオにつきましてですけども、昨年度に利用可能な

周波数帯の調査を終えました。その結果を踏まえ、本年４月に九州総合通信

局との間で、利用可能な周波数帯があるかどうかについて事前協議を、もう

済ませております。 

 検討中のコミュニティーＦＭ局は、エリアを長与町内に限定した小規模の

ＦＭラジオ局ですけれども、規模は小さくとも経営形態は普通の放送事業者

と何ら変わるところはございません。仮に開局する場合は、民間事業者が出

資を募って株式会社を設立し、その後の運営は広告収入で賄っていく必要が

ございます。こうした理由によりまして、本町に限らず全国のコミュニティ

ーＦＭ放送局の最大の関心事は、会社設立時の出資者及び継続的な経営に不

可欠なスポンサーの確保でございます。 

 現在の状況といたしましては、運営中の県内外のコミュニティーＦＭ局の

視察、運営スタッフへのヒアリングを実施をし、さらに先般は、継続的な経

営の可能性を探るため、本町にあります事業者や大学等へのヒアリングを終

えたところでございます。 

 今後は、これらの結果を総括をいたしまして、出資者、スポンサー確保の

可能性、町として可能な支援体制を含め、本町での実現可能性、持続可能性

をさらに見きわめてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 ７点目の御質問についてお答えをいたします。 

 ＩＣＴの活用による行政運営の効率化という観点で、まさに現在取り組ん

でおりますのがクラウド型基幹情報システムへの移行でございます。これま

でも、多様な行政事務を汎用電算機にて処理をしてまいりましたが、平成２

６年度予算から財務システムがいち早く新システムへ移行し、平成２７年１
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月には住民基本台帳、税情報、国民健康保険、介護保険等その他の事務の新

システムの移行が完了をいたしました。新システムの導入によりまして大幅

な経費の節減、将来の法改正、制度改正への迅速な対応、管理業務の省力化

等が見込まれております。 

 現在のところ、新システムへの移行に伴う大きなトラブルは確認されては

おりませんが、円滑な移行完了に向け最大限努力をしていきたいというふう

に考えております。 

 続きまして、２番目１点目の御質問でございますけども、長与町庁舎の駐

車場の現状でございますが、通常時では、役場に車で来庁される方には、そ

れほど御不自由なく駐車していただいているものと考えておりますけれども、

しかし、今回みたいな選挙が始まったりとか会議が重なるときや確定申告の

時期、また臨時福祉給付金の申請のような特別な事情により、来庁者が増加

した場合には駐車場が大変混雑して、来庁者の方に御迷惑をかけてるという

ような状況でございます。このような事前に混雑が予想される場合には、警

備員を配置したり、武道館裏の旧長与小学校跡地を利用させていただいてい

るところでございます。 

 今後も事前に駐車場の混雑が予想される場合は、速やかに対応をしたいと

考えておりますけれども、議員も御案内のように、新たに駐車場を借用する

ことも、現在のところ適地が見当たらないような状況でございますけれども、

本町としましても、何とかこの駐車場のスペースは確保していきたいとは考

えております。 

 したがいまして、役場駐車場につきましては、その適地の有無も含めまし

て、今後とも調査研究等を続けさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

 続きまして、公共施設の駐車場の現状についての中の、町民文化ホール及

び各公民館等の駐車場につきましてでございますけれども、イベントの開催

時などには、やはり不足しているのが現状でございます。そのため、利用者

の皆様には乗り合わせての来場や公共交通機関の利用をお願いをしておりま

すとともに、長与駅から送迎車の運行や駐車場への誘導等を行い、極力利用

者に不便をかけないように、役場としては配慮をしておるところでございま

す。 

 また、通常の駐車場管理につきましては、施設開館時に利用できるように、

閉館とともに職員が不在となるために、事故等のトラブル防止、また防犯対

策上、基本的にはチェーン等による施錠をしておるところでございます。 

 一方、４月のお花見シーズン等におきましては、町民文化ホールの駐車場

を中尾城公園来園者に公園の開場時間に合わせて開放するなどの対応も別途

行っておるというようなところでございます。 

 続きまして、年末年始の帰省客のための駐車場の開放でございますけれど

も、休日、夜間でも町としての管理責任が発生いたしますので、施設が閉館

している場合は、駐車場に施錠をせざるを得ません。また、帰省客のための

駐車場とした場合には、利用者がその周辺の方々に限られるということが予
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想されることから、公平性の観点という立場から難しいんではないかなとい

うふうに今のところ考えておるところでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 では、再質問に入らせていただきたいというふうに思います。 

 まず最初に、この電子システム、申請システムのところなんですけれども、

現状、ダウンロードできて申請できる内容はどのようなものがあるのか教え

てください。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩９時５１分～９時５２分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （山口 正君） 

振興課長  体育施設の予約システムというのをうちが利用いたしまして、予約管理を

しているところでございますが、それとは連動はしてないんですけれども、

長与町のホームページから体育施設のほうの予約ができるように現在なって

おります。 

議  長 （山口経正議員） 

 情報管理課長。 

情報管理 （中村文彦君） 

課  長  現在につきましては、ほぼ申請用紙のダウンロードというのをできるよう

にやっているところではございますが、その他の申請を電子申請で行えると

いうことは行っておりません。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 申請書はダウンロードできるけど、電子申請はないですよということで理

解させていただきました。体育施設のほうは、ホームページから予約できる

ということなんですけども、これが住民のサービスとした場合に、とても今、

効果的に利用されてると感じておられるのか、これからもっともっと、何て

いうんですかね、研究していかれるのか、そのあたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （山口 正君） 

振興課長  先ほどの体育システムのホームページから利用されてるというのが、現状

でいきますと体育施設を予約をする前の月の月初めの５日間、仮予約受け付

けというのをやってるわけですけれども、件数でいきますと毎月１００件を

ちょっと超えるぐらいの申し込みがあっております。 
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 その中で、インターネット、ホームページからの申し込みが５０％を超え

るぐらいですね、６０件ぐらい。窓口からの申し込みが四、五十件というよ

うな状況でありますので、かなり利用者は多いと感じておりますし、今後と

もより利用がしやすくなるように研究をしていきたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 やはり利用しやすいというか、利用者がそれを使えるということが、電子

申請をして便利になってるっていうことかと思うんですけれども、この電子

申請で、今ホームページから予約という形なんですが、スマートフォンとパ

ソコンとって対応されてて、両方からでも予約できるようなシステムができ

てる自治体があるんですけれども、今後長与町ではそういうことも考えてい

かれる予定でしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （山口 正君） 

振興課長  申請とかいろいろありますけれども、現在体育施設の件で申し上げたいと

思います。 

 先ほどの答弁にもありましたように、長崎県自治体クラウドサービスとい

うのが現在稼働をしているところであります。当然これはサーバーとかが、

もう県が管理をしていただいて、維持管理もしていただくもんですから、経

費的な面から見ると、かなり安くなるというのは御存じのとおりだと思いま

す。 

 ただ、我々が今運用してる予約システムと整合性がどこまであるのかとか、

そういうのは、何といいますかね、検討を慎重に重ねていきたいとは思って

おりますけれども、まだいろいろすり合わせとか、もうちょっと研究をしな

ければいけないところは問題として残ってるとは思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 県のクラウドサービスに基づいて、ずっと進められていくことかと思うん

ですけれども、電子申請のほかに、最近では町村で初めて滋賀県の愛荘町で

始められた電子納税サービスっていうものが始められてるんですけれども、

そのクラウドサービスを利用して、長与町でもそういう納税サービス、そう

すると納税がしやすくなるのではないかと思うんですけれども、そのあたり

はいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 税務課長。 

税務課長 （田平俊則君） 

 電子納税と申しましたら、クレジットとかそういった関係になりますでし

ょうか、それとは違う納税の仕方になるんでしょうか。逆に質問になります
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からあれですけども、電子納税と申しましたら、やはり今ちょうどシステム

の改修で、来年４月以降はコンビニ収納とか取り入れておりますので、まず

はそれを進めてまいりたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 電子納税サービスっていうのはインターネットを利用して、申告から納税

までできるようなサービスということで、一連をインターネット上からでき

るっていうサービスなんですね。それがクレジットになるかどうかっていう

のは、また別の問題なので、今から考えていって、より利便性が図られると

いいかなっていうのが、このＩＣＴを進めていく中で趣旨ですので、そうい

うふうに理解していただければと思います。 

 もう１点、住民の声を聞くというところで、電子申請でっていうのはメー

ルでも聞かれてると思うんですけれども、簡単にメールアドレスがなくても、

ここから住民の声ですよっていう窓口から入ると、その方が登録をしなくて

も自治体への御意見が言えるようなシステムをつくられてるところもあるん

ですが、そういうふうにして住民の声をより広く聞かれてはどうかと思うん

ですけれども、そういうお考えはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩９時５９分～１０時０１分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 政策推進課長。 

政策推進 （荒木重臣君） 

課  長  ホームページのほうでアドレスなしで受け付けはできます。アドレスがな

いもんですから、苦情とかそういったものばかりで、こちらから返すことも

ありませんので、受け付けだけはして、各担当、関係するとこには回して回

答はいただいております。そこで、うちのほうで、一応町長まで決裁は回し

ております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 住民の声は一応聞けてるということで理解させていただきたいというふう

に思います。 

 では、次の防災情報のところなんですけれども、今登録メールをされてる

っていうことで、私はもう登録しておりますけれども、この件数は現在何件

ぐらいされてますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 
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 お答えします。 

 １１月末現在で登録をいただいた方が約６００件でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 現在６００件ということなんですけれども、人口４万２,０００いる中の

６００件をどう捉えるかっていうところもあるかと思うんですが、この防災

情報伝達方法、先ほど、あと電話サービスとか携帯のサービスっていうふう

にも言われましたけれども、この伝達方法は現在十分であるとお考えでしょ

うか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 私たちの担当課としての感想で言えば、もっとふえていただきたいと思い

ます。これにつきましては、定期的に広報でお知らせしたり、ホームページ

では常時情報提供、登録の仕方とか掲示させていただいてるんですけどもな

かなか伸びないと。 

 一方、日ごろの防災放送、行政無線での放送内容がよく聞き取れなかった

という問い合わせが電話であったり窓口であったりあるんですけども、そう

いう場合にはもちろん放送内容をお伝えすることと同時に、メールを使われ

るんでしたら登録メールで利用できますとか、町長も言いました、フリーダ

イヤルで電話で聞きますとか、そういう御案内を差し上げております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうですね、やっぱりいろんな広報をして、もっともっとふやしていただ

いて、より本人に防災情報が届くようになるといいかなというふうに思いま

す。 

 もう１点、このＩＣＴシステムを利用して、崖崩れがある危険な箇所とか、

その地域に限られるかとは思うんですけれども、そういう情報を流すような

システムを考えられないのか、お伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 広島の災害で話題になりました危険区域の設定、これは長崎県が長与町に

今、基礎調査を取り組んでいただいているとこです。数年かかるようですが、

危険区域に指定がなされるとさまざまな制限も出てきますが、そういう対応

をなさるときに、例えば場所が所有者が誰かとか、いろいろ複雑な問題が出

てきますけども、そういうところに、現実には全国的に見て、何かあった後、

そのセンサーをつけるとかいうふうなケースになってしまいがちです。我々

として直接的にどこかの急傾斜地に何らかのセンサーが必要じゃないかとか
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いうところまで今検討に至っておりません。まずはその危険区域の設定が先

じゃないかというふうに思いますので、今現在、危険箇所の公表というのが

長崎県がされてますけど、これはあくまでも図面上で危険が想定される場所

を色づけしたようなイメージの部分ですので、これをそのまんま受け取って

何らかの対応を考えるのは少し拙速かなというふうに思ってます。 

 ですから、今、議員さんがおっしゃったことも、今後の課題になろうかと

思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ災害が起こる前に対策を立てていただければというふうに思います。 

 次に、フェイスブック、ライン、ツイッターなんですけれども、この情報

発信でいろいろ「いいね」も件数もふえてるということなんですけれども、

この情報発信での目標、この情報配信で何を双方向で伝えていくかという目

標はどこにあるのか、教えていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 政策推進課長。 

政策推進 （荒木重臣君） 

課  長  ＳＮＳの特徴というのが、リアルタイムで情報を双方向でやりとりという

ことでございます。 

 現在、長与町ではミックンを介して町のＰＲ情報が中心になっております。

将来的には、先ほど答弁でございましたが、人員が許せば、各担当課からで

も行政情報のやりとりができるようになればいいかなと、そういうふうに思

っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 この情報がどこでも受けやすいようにするには、Ｗｉ－Ｆｉの設置がたく

さんあると余計受けられると思うんですけれども、長与町内においてＷｉ－

Ｆｉ設置を広げていこうとか、そういう発想はおありでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 政策推進課長。 

政策推進 （荒木重臣君） 

課  長  済みません、今のところ考えておりませんでした。これからでもちょっと

勉強して、取り組んでまいりたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ取り組んでいただければと思います。 

 じゃあ次に、地域支え合いモデル事業なんですけれども、私、６カ月とち

ょっと思ってたんですが、８カ月とおっしゃったので８カ月経過してるのか
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というふうに思います。このモデル事業で得られたことを、今後どう生かし

ていくか、本来モデル事業をして、その後全戸配布とかいろいろなお考えが

あるかと思うんですけれども、今後どのように生かしていくのかを教えてく

ださい。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 ＩＣＴモデル事業につきましては、具体的な件数とか実績につきましては

先ほど町長の答弁にございましたとおりです。それで、モデル事業の期間が

来年度いっぱいというところで、現在まだ折り返し地点までもうちょっとと

いうところですね、半分まだ来ておりません。 

 そういう中で、先ほど町長、申し上げたとおり、デジタルの先進技術を活

用しているとはいえ、とどのつまりはやはり地域の人と人との相互扶助、信

頼関係がやはり基盤になってくるというところです。これはある意味、概念

的な話なんですが。 

 今後の考え方ですが、まだちょっと早いような感じはするんですが、現状

において、地域で、百合野地区に限らず、福祉の制度であったりとか自治会

活動、コミュニティー活動等で地域の相互扶助、昔ながらのさりげない隣近

所での配慮、そういったものを取り戻すという形での取り組みが進められて

おります。 

 そういう中で、このＩＣＴの機器を活用したモデル事業がどのように効果

的に作用していくのかと、そういった観点から、地域の皆さんとの連携のあ

り方、それと費用負担のあり方等も含めまして、総合的に見きわめて検討し

てまいりたいというふうに考えておる次第です。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 具体的なとこはまだ出てないということなのかなというふうに思うんです

が、この「ながよチャンネル」というのを見せていただいたんですけれども、

実際、情報が多過ぎて使いづらいという御意見もいただいてますし、見てみ

ますと、確かにいろんなものが網羅されております。しかし、そこに行くに

はチャンネルをあちこちあちこち動かさないといけない、マウスみたいなも

ので動かすと、非常に動かしづらいような気がするんですね。だから、この

モデル事業のときにそこを改正していければいいのではないかというところ

で、具体的な内容として何かないのかなということでお伺いしたんですけれ

ども、この「ながよチャンネル」、使ってみてどうでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 実際に、この「ながよチャンネル」を御利用いただいての感想を寄せられ

ております。今、複雑でわかりづらいというお話がございましたが、コンテ
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ンツを充実してほしいという御意見ございました。それと、かわりばえがし

ないと、更新がなかなか頻繁にされていないということだと思います。それ

と、身近な情報を掲載してほしい。これは例えば、蛍が、何といいますか、

発生したといいますか、見られる時期になって、そういった情報を、こうい

うのを通じて発信してほしいというような御意見も寄せられているというこ

とのようです。 

 それ以外の評価としては、先ほどございましたけれども、防災情報をテレ

ビで見られるということが非常に便利であると、身近な情報の閲覧が、今度

は逆に好評であるような部分もございます。これは例えば芋掘りとか、そう

いった本当に身近な情報が発信されたことに対しての評価でございました。 

 あと、見守り世帯におかれましては、その気遣いがうれしいと、心強いと、

そういったお言葉もいただいております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 この地域支え合いＩＣＴモデルなので、地域支え合いとしては、先ほどお

っしゃった３７世帯の見守り世帯を中心に考えていってはどうかと思うんで

すね。いろんなチャンネルがあるんですけれども、前、このモデルの第１回

目としてされた新上五島町では、高齢者を対象にしたモデルを考えてらっし

ゃったということなんですね。長与町でもたくさん情報あるんですけれども、

自分で情報をとれる方へのサービスも必要かとは思うんですけれども、やは

り弱者へのサービスが必要かと思うので、そこに今後特化していくというよ

うなお考えはないんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 この事業の大きな目的は２つです。地域の活性化、それと見守り機能です

ね。 

 御指摘の見守りに関しましては、先行事例の新上五島町の例で申し上げま

すと、テレビをスイッチを入れて、見守りという、何だったですかね、大き

なボタンを押して初めて「元気ですよ」というメールが発信するという機能

になっておりましたが、長与町のバージョンでは、テレビのスイッチを入れ

たと同時にそういうメールが発信されるということで改善がなされておりま

す。 

 やはり先ほどの話で、高齢者の方がなかなか情報を取り出せないと、これ

はおっしゃるとおりです。それ以前に、やはりリモコンの操作になっており

ますが、これもおぼつかないという状況がございます。ですので、これもメ

ーカーに伝えまして、より使いやすいリモコンに改善できないかというよう

なお話もさせていただいております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 
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  １番 （饗庭敦子議員） 

 モデル事業の間に、より使いやすいように改善していただければというふ

うに思います。 

 じゃあ次に、ペーパーレス化についてお尋ねするんですけれども、２年前

にもペーパーレス化のことでちょっと質問させていただいたんですけれども、

民間では今ペーパーレス化がどんどん進んでるんですが、行政で進まないの

はどんな理由があるのか教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画振興部長。 

企画振興 （松尾義行君） 

部  長  ペーパーレス化が、全国を見ますと徐々に会議にタブレットを使うとか、

そういったことでのペーパーレス化というのは一定導入をしているところも

ふえてきているということは存じております。 

 私の経験といいますか、県のほうでは七、八年前ぐらいから、例えば内部

の手続ですね、給与とか休暇、そういった届に関する人事給与システムであ

りますとか、電子決裁システム、それから出張する際の旅費システムとか、

そういったものが導入されてまして、一定効率的な事務作業ができるように

なったとは感じております。 

 その中で、紙の使用量がじゃあ極端に減ったかと申しますと、なかなかそ

こは減ってないということで聞いておりますけども、これは一つには自治体

の業務といいますのは、非常に多岐にわたりますし、議員も言われますよう

に、そういった大量の添付資料が必要でありますとか、例えば建設関係につ

きましては大きな図面が必要であるとかといったような、やはりそういった

ものが多く存在しますので、どうしても紙とそういったＩＣＴの両建てとい

うような形になっておりますので、それともう一つの最大の原因は、やはり

議員御指摘のとおり、議会の資料でありますとか、私どもが行う会議の資料

でありますとか、そういったところにたくさん紙が使われているというのが

進んでいない原因の一つではないかと思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 今おっしゃった、議会の資料とか会議とかの資料とか、そういうところか

らでもタブレット化して進めていってはどうかと思うんですけれども、その

あたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画振興部長。 

企画振興 （松尾義行君） 

部  長  先ほど申しましたように、全国においてはもう既に本格導入、それから試

行を始めているというところもございます。確かにそういったところでは紙

の使用量が減りますし、それから印刷費も減りますし、それから印刷製本に

係る手間といいますか、そういったところも減っていくというメリットがあ
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るということは考えておりますけども、これにつきましては、やはり費用対

効果と申しますか、こちらでも一応試算ということで業者に見積もりをとっ

たんですけども、５０台導入するということで、５年リースで約８５０万か

かるということでございます。年当たりに換算しますと１７０万円程度とい

うことで、現在使用しております紙代が毎年大体１５０万から１６０万とい

うことで、紙の場合にはこれにコピー代というようなことがかかってくると

思っております。 

 先ほど申しましたように、どうしても紙媒体では、今のところ紙でないと

ちょっと難しいという部分もたくさんございますので、これは簡単に試算で

ございますけども、仮にこれまでの紙の量が３分の１に減ったとして、これ

まで年間１５０万だったところが１００万になると、それプラス、今度タブ

レットのリース料が１７０万ということで、合計で２７０万必要になるとい

う形になりますので、果たしてこれが、効率的にはなるかもしれませんけど

も、コストの面でどうかというところもありますので、そのあたりはもう少

し、いろんなやり方もあると思いますので、精査をした上でそういった導入

の研究をしていきたいと考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 費用対効果でなかなか、何ていうんですかね、明らかな効果が出ないよう

な試算かと思いますけれども、進んでいるところでは費用対効果が必ず出て

ますよということなので、そのあたりを考えていただければなというふうに

思います。 

 例規集とかが毎年すごく厚くなってきてるので、そのあたりも含めて考え

ていただければというふうに思います。 

 続いて、このコミュニティーＦＭなんですけれども、今周波数を確認した

ということなんですが、このコミュニティーＦＭは、やはり東日本大震災後

に防災行政無線の補完としても注目されて進んでると思うんですけれども、

これが本当に長与町では有効に機能するのか、先ほどの民間の運営というの

も含めて、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 お答えいたします。 

 御指摘のとおり、コミュニティーＦＭ放送ですが、東日本大震災をやはり

一つの契機として、その後も広がりを見せております。現在、全国で２６０

局以上が開局しているという状況にございます。 

 ただ、そのそれぞれが順調に経営が推移しているのかというと、必ずしも

そうではないというところがございます。その理由としては、先ほどおっし

ゃったとおり、行政が経営できないと、民間に経営していただくということ

がございます。 
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 コミュニティーＦＭ放送が本町において効果的なのかどうなのかという観

点でございますが、本町における民間事業者としての経営の持続可能性の検

討ももちろんですが、このコミュニティーＦＭを利用して、本町の情報発信、

それは官民問わず身近な情報発信をどういう形で行って、それがどういうふ

うに町民の生活に波及していくのかということですね、これも含めて現在内

部で見きわめの作業をしているという状況でございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 町民のサービスにつながるような形で進めていただければと思います。 

 ＩＣＴの活用も、やはり全て町民のサービスにつながるかどうかというと

ころで考えて進んでいただければというふうに思います。 

 次に、駐車場のほうに移りたいと思うんですけれども、庁舎内の駐車場、

先ほども御説明ありましたが、やはり委員会とか説明会、議会とかになりま

すと満車になってるんですけれども、そのとき武道館裏の速やかな対応をし

ているというふうに答弁されたように思うんですけれども、武道館裏はあい

てないように感じるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 確定申告であるとか、事前に混雑するだろうというのが予測できる場合に

は、教育委員会のほうにお願いをしてとめさせていただいているというのが

状況でございますので、その何が原因かわからないような、急に混雑すると

か、そういった場合には、そういった手続等ができずに御迷惑かける場合が

あろうかと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 やはり満車になった場合に、速やかにできるような手続の方法を考えて開

放していただければと思うんですね。 

 なぜかといいますと、満車になっていると線の外側にとめてあるんですね。

そうするとやっぱり危険性も伴ってくると思うんですけれども、そこを回避

するためにも柔軟な対応が必要ではないかと思うんですが、そのあたりはい

かがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 最近も見てますけれども、結構やはり満車の場合が多く見られるんですけ

れども、旧長与小学校の跡地ですね、そちらのほうは教育委員会の管理下に

ありますので、私どもが自由に使えるというあれじゃないと、そういうこと

で、教育委員会との連携がうまくいってないのかなという気はいたしており



－ 103 －

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 それは内部の事情かと思いますので、教育委員会との連携を密にしていた

だいて、住民の方がやはり危険なくとめられて、やはり庁舎に足を運んでい

ただく、それも必要かと思うんですね。なかなかとめれないから行きたくな

いという方もいらっしゃいますし、そういうふうにならないためにも教育委

員会と連絡をとって、すぐあけていただくということはできないのでしょう

か。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 これから工事にも入ろうかと思いますけれども、今後グラウンドとしての

使用をされるということで整備を予定をされております。 

 そういうことで、どれだけの駐車場スペース、それを一般の方々に常時開

放できるのか、その辺は今後教育委員会のほうとも協議を重ねていかなけれ

ばならないんじゃないかというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ柔軟な考え方で、庁舎にも行っていろんなお話をしたりとか、いろん

なことで庁舎にも伺いたいというような人が来れるような環境をつくってい

ただければなというふうに思います。 

 やはりこれからますます満車状態が続いていくのではないかと、年々車も

ふえておりますので、そのあたりも考慮していただければなというふうに思

います。 

 次に、公共施設の駐車場なんですけれども、いろんな公共施設がある中、

図書館を初めとして駐車場が結構どこも狭いと思うんですけれども、その対

応策としては何かお考えがありますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩１０時２７分～１０時２７分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （帯田由寿君） 

課  長  先ほども所長のほうから御答弁申し上げましたように、いろいろな行事等

におきましては施設のほうにおいでいただくときに、その駐車場等が少のう

ございますので、利用者の方にはいろいろなお願い等をしてまいっておりま

すけども、どうしても物が少のうございますので、そういう形で、今後もそ
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ういう形で利用者の方にお願いをしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 その少ない駐車場を有効に使うのがあれかと思うんですけれども、例えば

その公共施設にとめられないという場合に、近くに有料の駐車場があったら

そこにとめてきて、その分を駐車料金をその施設で払っていただけるとか、

それ例えばの例ですから、それが全てっていうわけでなく、いろんな考え方

があると思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （帯田由寿君） 

課  長  私どもの持っている公民館等の近辺には、大変残念なんですけども、そう

いう駐車場等がないんですよね。利用していただくにしても、やはり予算の

確保等も必要でございますので、今後そういう利用できるような施設がござ

いますようであれば調整して、そういう形でちょっと研究をさせていただき

たいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 じゃあ次に、もうすぐ来る年末年始なんですけれども、そのときに帰省さ

れる方、やはり長与町に住んでよかったと思えるには帰省もしやすいほうが

いいかと思うんですけれども、そのときに開放してはどうかと、先ほどので

は、利用者への公平性も考えて難しいということなんですが、あらゆる施設

を開放すると公平性にも近くなるのではないかなと思うんですけれども、そ

のあたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  ただいまの御質問の件なんでございますけれども、４年前、昨年の議会の

中でも答弁にあったとおり、どうしても、多分言われているところはある程

度限定ができるのかなとは思うんですよ。公園の駐車場といいますと中尾城

の方面とか、そういったところだろうと思います。そこもどうしても利用さ

れる方が、当然そこの周辺の人たちに限定されるって、先ほど答弁にもござ

いましたとおり、そういった形でございます。 

 例えば岡方面とか、そういったところであれば常時あいてる駐車場は、今

度つくりました仮称の多目的広場とか、そういうとこがあるんですけれども、

近くに住宅がないんで、そこにとめてというのはちょっと考えられないのか

なと。わざわざ本川内の方がそこの中尾城公園にとめて、また本川内のほう

に帰るとか、そういったのも考えられない。であれば、そこの近辺の方たち
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しかそこを使わないんではないかな、そういったところに公園、駐車場のあ

り方として、そこだけを限定して使わせるというのは公平性に欠けるという

のが回答でございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 公平性に欠けるということではありますけれども、本当にそれが公平性に

欠けるんでしょうかね。 

 今、中尾城公園とおっしゃいましたけれども、ほかにも、例えば図書館の

施設であったり、いろんな施設、どこまでチェーンがしてあるのかちょっと

全部把握できてないんですけれども、その施設に、帰省される方どうぞと、

全施設を開放していただけるとよりいいのかなと思うんですけれども、やは

り今、御家庭に２台ぐらい普通、車があります。帰ってくると３台、４台と

なると、とめれないのが現状でありますので、そこに少しでも住民サービス

として、それが公平性を欠くというのがちょっと理解できないんですけれど

も、そういうふうにして長与町ではサービスのために開放してますよという

ＰＲにもなるかと思うんですけれども、町長はいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 確かに議員おっしゃるような形で、車を持ってる方はとめたいというよう

なことを考えられると思うんですけども、町当局としましては、今言った公

平性という観点と、そしてもう一つは、やはり危険とかいろんなものもある

と思うんですね。そういったものを勘案し配慮して、今こういった形で一定

の方向性を持ってるというようなところであります。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうですね、自己責任ということでも難しいのかなというふうに今の答弁

では感じるんですけれども、ぜひ住民サービスの一つとして取り組めるもの、

費用がかからないものというものは積極的に取り組んでいただければなとい

うふうに思うんですね。 

 じゃあ、その駐車場が町が開放できないよっていうことであれば、何か時

津町では十八銀行とかＪＡさんに協力をいただいて、何か夜間開放している、

一部でしょうけれども、一部開放してるとかいろんな取り組みをされてるん

ですけれども、そういう地元の企業さんに働きかけて、何から駐車スペース

を確保できるようなことは考えられないでしょうか、町長にお伺いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 ほかの地区でどういった形でされてるのか、今、隣の町の例が出ましたけ
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れども、そのあたり、ちょっと私も今初めて聞くようなことでございます。

ちょっと研究もさせていただきたいというふうに思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ住民サービスとして、一歩でも二歩でも前に進んでいただければとい

うふうに思います。以上で終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１０時５０分まで休憩します。 

（休憩１０時３４分～１０時５０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を再開し、一般質問を行います。 

 質問に入るに先立ち、先ほどの饗庭議員に対する答弁の中で、総務課長よ

り発言訂正の申し出があっておりますので、これを許可します。 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 大変申しわけありません。先ほどの饗庭議員さんの御質問の中に、防災行

政無線の登録メールの件数というのがございました。私、約６００件とお答

えしたと思いますが、正しくは約８５０件でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 通告順７、分部和弘議員の①安全安心のまちづくりの取り組みについて、

②長与町の低炭素社会の実現に向けての質問を同時に許します。 

 ５番、分部和弘議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、早速質問をさせていただきます。 

 １点目、安全安心のまちづくりの取り組みについて。 

 長与町においては、年間を通じ安全安心のまちづくりへの生活実現に向け

てさまざまな取り組みが行われています。各種取り組みの成果に大いに期待

するところですが、具体的な取り組み内容について以下に質問いたします。 

 １、自然災害に対する考え方、対応についてお伺いいたします。 

 ２、町の避難所は立地条件に指導などを受けてないのかをお伺いいたしま

す。 

 ３、町内における悪質商法被害の現状についてお伺いいたします。 

 ４、自転車の安全利用に向けた取り組みについてお伺いいたします。 

 大きな２点目、長与町の低炭素社会の実現に向けて。 

 地球温暖化、自然災害の多発、限られた資源、際限のない廃棄物など、厳

しい環境の中で持続可能な社会を実現していくために、重要な事項として低

炭素社会を目指す必要があります。地球規模の問題、課題ではありますが、

解決の一歩は私たちの身近なとこから始まる意識が必要と思われます。 
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 そこで、町の低炭素社会についての考え方を質問いたします。 

 １、長与町の低炭素社会実現に向けた考え、取り組みをお伺いいたします。 

 ２、庁舎内ではどのような取り組みを行っているのか、お伺いいたします。 

 ３、二酸化炭素の発生を抑制する有効な手段として、次世代カーが期待さ

れております。町の考えをお伺いいたします。 

 以上、質問いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、分部議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 １番目１点目の自然災害に対する考え方、対応についてでございますけれ

ども、気象庁の公表資料によりますと、二酸化炭素を初めとする温室効果ガ

スは、引き続き増加傾向にあるということでございます。 

 そのため、我が国においても起こっておりますゲリラ豪雨、猛烈な勢力の

台風の発生、接近が最近ふえてきているように思われます。 

 このような状況の中で、自然災害が発生したときにどれだけ被害を少なく

するか、いわゆる減災という考え方に立った取り組みが必要ではないかとい

うふうに考えておるところでございます。そのためには、国や地方公共団体、

その他の関係機関並びに住民の皆様が、それぞれの役割を認識していただき、

減災に向けての取り組みを継続的に続けていくということが最も肝要なこと

ではないかというように考えてます。 

 ２点目の御質問でございますけども、災害対策基本法などの改正によりま

して、従来の避難所につきましては指定緊急避難場所と指定避難所に区別し

て指定することが求められております。 

 立地上の基準といたしましては、洪水や崖崩れなどの異常な現象が発生し

た場合において、人の生命または体に危険が及ぶおそれがない土地の区域内

に立地することとされております。 

 本町の地域防災計画では従来型の指定を行っておりますので、現在、法改

正の趣旨に沿うように指定緊急避難場所と指定避難所に区別した指定を行う

べく、見直し作業を現在行っております。 

 この件につきまして、例年６月に開催しております、来年の長与町防災会

議におきまして御承認をいただきたいと考えております。 

 なお、それまでの間に避難所を開設する必要に迫られた場合は、安全性の

確保に十分留意いたしまして、開設場所の判断をさせていただきたいという

ふうに考えております。 

 続きまして、１番目３点目の町内における悪質商法被害の現状でございま

す。 

 長崎県における消費生活相談状況につきましては、昨年度の長崎県消費生

活センターの相談業務の実施結果では、県内の相談件数は３,３６７件、前

年度と比べまして１３３件少なくなっております。６０歳以上の年代からの

相談件数は逆に増加をしておりまして、特に７０歳以上の相談件数の占める
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割合はさらに高くなりまして、２８.１％という状況でございます。 

 年代別での相談内容にいたしましては、２０歳代から６０歳代では、携帯

電話、パソコン等からのインターネットを利用したトラブル、フリーローン、

サラ金が上位を占めておりまして、７０歳代では健康食品、ファンド型投資

商品が上位を占めている状況でございます。 

 本町での昨年度の相談件数は６５件で、やはり７０歳以上の相談件数の占

める割合が高く、相談内容についても県の状況とほぼ同じでございます。 

 その中で、特に振り込め詐欺等の特殊詐欺被害の現状としましては、長崎

県警察本部によりますと、全国的な増加傾向と比例して、本県でも本年１月

から１０月末までの件数、被害額が、既に平成２５年の１年間を上回る最悪

のペースで発生をしておりまして、被害件数が９０件、被害総額４億６,０

００万円と極めて深刻な状況となっておるところでございます。 

 また、時津警察署管内では、同じく本年１０月末までに被害件数１件、被

害額５０万円ということでございます。長与町内におきましては、平成２５

年度では金融商品取引等の振り込め詐欺以外の特殊詐欺といたしまして１件

の被害額５０万円で、本年に至りましては幸いにも被害は発生していないと

いうことでございます。 

 町といたしましては、悪質商法被害防止ステッカーの配布とか町内中学生

に対してインターネットの安全な使い方のリーフレットの配布、町の広報誌

への相談事例の紹介、相談先案内の掲載並びにホームページによる情報提供

などの啓発活動や町地域包括支援センターの訪問看護師、民生委員に対する

講習会を開催するなどしまして、警察署を初め、消費生活センター、高齢者

関連部局等、関係機関で情報を共有いたしまして、被害防止に努めていると

ころでございます。 

 今後も、町民が安心で安全で暮らせることができる町となるよう、取り組

みを強化していきたいというふうに思っています。 

 ４点目の自転車の安全利用に向けた取り組みでございます。 

 長崎県下における平成２５年中の自転車事故数は２７０件でございます。

時津警察署管内を見てみますと１９件、そのうち長与町では９件の事故が、

本年９月末現在では県内では１７１件、時津警察署管内で１４件、本町では

８件の事故が発生しているというのが現状でございます。 

 交通安全対策といたしまして、児童生徒の通学下校時における交通指導員

や地域ボランティアの皆様における街頭指導、保育園、幼稚園及び小・中学

校における交通安全教室の実施、小学生による自転車大会への参加、また、

昨年１１月には三世代交流事業といたしまして、「みんなで学ぼう！交通フ

ェスタｉｎ時津地区」と題しまして、長与町民体育館におきまして自転車に

よるさまざまな検証体験を行ったところでございました。さらに地域でも自

転車運転安全教室を開催されるなど、各方面で交通安全に対する取り組みが

展開されているところでございます。 

 また、啓発活動としましては、町の広報誌やポスター掲示、パンフレット

の配布、毎年、長与駅におきまして自転車利用者に対するルール遵守の広報
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キャンペーンを実施しているところでございます。 

 今後も長与町におきまして悲惨な交通事故が発生しないよう、交通事故防

止には努めてまいりたいと考えております。 

 次、２番目１点目の長与町の低炭素社会実現に向けた考え、取り組みにつ

いてでございます。 

 施政方針の中でもうたっておりますように、私たち現役世代のみならず、

私たちの子供、孫の将来世代にわたり持続可能な社会を実現すべく、循環型

社会の構築、低炭素社会の形成に向けて環境負荷を低減し、物を大切にする

心を育む社会、一人一人が環境を考え行動する社会を目指さなければならな

いと考えております。 

 その最たる取り組みが、地球温暖化対策を初め、資源の有効利用、ごみの

減量化及びリサイクル意識の向上を図る観点から実施しております資源化物

の拠点回収でございます。 

 加えまして、今月からは小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業

の認定を環境省より受け、都市鉱山として社会の中に蓄積されております携

帯電話、ラジオ、電子辞書等の小型電子機器を回収するため、役場町民ホー

ルに回収ボックスを設置し、実証事業をスタートしたところでございます。 

 ほかにも、ごみの減量化に大きな効果を発揮します生ごみ減量への取り組

みといたしまして、生ごみ処理容器購入への助成制度や、一般家庭において

省エネルギー効果の高いＬＥＤ照明器具への取りかえをする方に対して購入

費用への助成を行うなど、資源リサイクルの啓発、促進を図りますとともに、

ごみの減量化、地球温暖化防止対策などの施策を推進しているところでござ

います。 

 次に、２点目の御質問についてでございますけれども、庁舎内を含めまし

て、町におきます具体的な取り組みの大きなものにエスコ事業がございます。

これは民間企業が持っております省エネのノウハウを活用することによりま

して、省エネルギーを推進し、温室効果ガスの排出削減を図るもので、その

削減量を事業者が保証するという事業でございます。 

 本庁舎、町民体育館、高田中学校、南小学校の公共施設４施設におきまし

て、平成２１年７月に庁舎の空調機器の効率化、照明器具のインバーター化、

節水器具の設置工事を完了いたしまして、その省エネ効果の検証結果は毎年

公表しているところでございます。４施設でのＣＯ２ 削減量の推移でござい

ますけども、これは年間でございます。平成２３年度が１３９トン、平成２

４年度が１４４トン、平成２５年度が１３７トンとなっております。また、

事業期間は１１年間となっておりまして、平成３２年７月まで削減量が保証

されているというところでございます。 

 そのほかでは、平成２４年度に本庁舎トイレにセンサーつきの自動照明装

置を設置するなど、電気使用量の抑制に努め、ＣＯ２ の削減を図っていると

ころでございます。 

 続きまして、３点目の次世代カーへの町の考え方への御質問でございます

けれども、二酸化炭素削減など環境規制の強化やエネルギー価格の高どまり
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を受けまして、ハイブリッド車を初めとしまして電気自動車、燃料電池車等

の次世代エコカーの開発が世界中で加速しているところでございます。 

 電気自動車につきましては、平成２１年３月、長崎県は国のＥＶ・ＰＨＶ

タウンの選定を受け、ＥＶ、ＰＨＶの導入促進を行い、平成２５年３月末現

在で県内に急速充電器３０カ所４３基が整備されております。 

 このような中、平成２５年３月からは従来の国の支援制度を拡充した次世

代自動車充電インフラ整備促進事業が実施され、それを受けまして充電環境

を計画的かつ効果的に整備促進するために、平成２６年６月、長崎県におき

まして、長崎県次世代自動車充電インフラ整備ビジョンが策定されたところ

でございます。 

 そのビジョンリスト、この面的設置ですけども、長与町も含まれておりま

すので、設置場所等につきましては検討を行っていきたいと考えております。 

 町の公用車といたしましては、ハイブリッド車を１台導入しているところ

でございます。現状では、経済的な面及び省エネの観点から軽自動車を主体

として導入を図っておりますけれども、今後、環境面から次世代カーの導入

につきましても検討の必要があると考えているところでございます。以上で

ございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 それでは、通告順に従いまして、順次再質問をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 まず、自然災害に対する考え、対応についてに質問させていただきますが、

通告書を出した後に、皆様も御存じのとおり、長野県の地震が発生いたしま

した。最も茅野、東海などがひどかったと記憶しているところでありますけ

ども、白馬村の教訓をそれぞれマスコミ等が取り上げていらっしゃいます。 

 白馬村では各地区の区長を頂点に、高齢者の安否確認、あるいは救助とい

った活動が機能していたみたいだと私は理解しますけども、本町が災害時の

ときに要支援者対策は、これはどのように今なっておるのか、ちょっとお伺

いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  以前の議会でも答弁をさせていただきましたけども、現在、民生委員さん

を通じまして名簿を作成しております。それに応じまして、相手方から情報

を提供していいという御承諾を得られた場合につきましては、消防関係や、

そういうところに連絡をして、今後対策をしていきたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 今後対策をとっていくということで、今現在は消防関係との連携はとられ
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てないということなんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  これにつきましては、本人の個人情報がございまして、本人の承諾を得な

いと情報を外に出せないというのがございますので、その要援護者に対して

は、今のところその了解をとっているというふうな状況でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。 

 次ですけども、今回の白馬村については近隣住民の共助体制が日常的にで

きとったかなというふうに思います。災害の初動救助に大きな役割を果たし

ていましたし、そこで、長与町の防災時の共助についての考え方をお伺いを

いたします。また、そのような体制づくりの充実、強化は図るべきだという

ふうに思いますけども、そこら辺はどのような状況でしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 議員さんがおっしゃいます共助の手段っていいますか方策として、長与町

の場合は自主防災組織の設立を、過去ずっと続けてお願いをしてきておりま

す。 

 現在のところ、もう相当数のところで自主防災組織を設立して活動いただ

いております。これは、現実的な活動は自治会の活動と重なる部分も多かろ

うと思います。しかし、自主防の組織としての会議、研修なども毎年行って

おりますので、また自治会の会議の中で防災面でのお話をさせていただく場

もございます。 

 そういうことで、さらに共助についての、これはできる範囲での話になり

ますが、日ごろからそういう取り組みをぜひ意識してお願いしたいというふ

うにお願いをしているところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 自主防災組織関係は、ちょっと後で質問をさせていただきますんで。 

 町長の答弁の中で、減災という考え方が大切であるという、減災に向けて

継続的に取り組むことが重要だというふうに、ちょっと走り書きしてなんで

すけども、この減災の取り組みで、これまで町として行った代表的なものを

お聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 
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 町長が御答弁申し上げた減災につきましては、最近の自然災害というのは

強大な災害、要するに悲惨な災害を招くという現実がございます。ですから、

防災、要するに災害を防ぐというのは、もう限界があるという観点からの減

災という視点に移行してると、これは国の考え方もそうなってるんですけど

も、減災っていうことは、要するに何か災害が起こった場合に、人の人命や

財産に関する災害を極力抑えよう、少なくしようという視点ですので、ちょ

っと具体的にどういうことかというよりも、総合的なそれぞれの所管をする

部分での取り組みが、国または県の主導のもとに進んできているというふう

に御理解いただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 減災対策ということで、最近よく耳にする言葉ですけども、地震が起こっ

た後じゃなくて、起こる前も減災はできるんですよね。家具とかの倒崩壊防

止対策、それも減災になりますよね、早目にやれば。そういったところも含

めて、しっかりと減災という意味ではやっていただきたいなというふうに思

います。 

 そういった中で、減災関連にこれもなるのかなというふうに思いますけれ

ども、多くの自然災害では突発的なものが多く、初期の対応はまさに地域で

の対応となってくるのかなというふうに思っております。 

 自分の身は自分で守る、あるいは御近所の助け合い等の自助、共助での協

力が多くの人命が救われておるのかなというふうに思っております。また、

日ごろからの地域のやはり結びつきは重要なものというふうに思っておりま

すんで、そのような中、いざ災害を想定した避難訓練について、町の考え方

をお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 長与町として、町全体で避難訓練というのを実施したことは、過去なかっ

たと思います。 

 それとは別に、地域ごとに自主防災組織が主体となって、避難訓練とまで

は、今のところ私の記憶にはないんですが、例えば防火訓練とか、そういう

ことをやっていただいてるという状態ではなかろうかと思っています。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 計画書の中に、避難訓練については自主防災組織で行うということが明記

されておりますので、そこは理解しておりますけども、今現在の自主防災組

織ですけども、しっかりと体制が整えられるというふうに思いますが、この

自主防災組織の、繰り返しにちょっとなる部分がありますけども、避難訓練

についての所期の目的っていうのは本当に達成されているのか、あるいは全
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ての防災組織で避難訓練は行われているのか、あるいは防火訓練は行われて

いるのか、お尋ねをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 防火訓練につきましては、実施していただける組織数が近年ふえてきてい

ると。それと、防火または避難に限らず、自主防災組織での催し等は、過去

よりも積極的に今取り組んでいただいていると思います。 

 具体的に、避難訓練をやっていただいた組織の数は、申しわけありません、

今この場ではお答えできません。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員 

  ５番 （分部和弘議員） 

 各地区の自治会も踏まえて、自主防災組織で町民皆さんが、災害に対する

意識づけを行っていることは重要だというふうに私も理解します。これを町

が一体となって長与町の避難訓練を行うことで、より一層の防災意識の高揚

につながってくるのかなというふうに思います。 

 そういった意味では、防災計画書にも避難訓練を行うようにっていうふう

になっておりますんで、どうして町の防災訓練はまとまって行われないのか

なというところをちょっとお聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 例えば長崎県が実施する防災訓練というのは、毎年実施場所を変えて実施

されてます。我々、町の関係者も、例えば消防団であったり参加できるとい

うか、これは見に行くという観点になりますけども、そういうことで参加は

いたしております。 

 なかなか県レベルではない市町のレベルで防災避難訓練とかいうのを実施

できていない理由は、やはり訓練を実施するに当たっての人的、予算的さま

ざまなハードルが高い部分が現実にはあるということで、我々としても残念

ながら今まで実施してこれなかったというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 いろいろな意味で、人を集めるということは本当に、今言われたようにハ

ードルが高いかなというふうに思いますけども、先般行われました長崎がん

ばらんば国体、自治会単位でしっかりとした応援体制が組めました。あれも

期間からいけば大分スパンがあったかというふうに思いますけども、練習し

た期間というのは限られた時間だと思います。そういった中であれだけの応

援ができたということは、これも避難訓練に例えれば、あれだけ短時間でで

きたっていうことであれば、これも周知さえすればできるのじゃないかなと
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いうふうに私的に思いますけども、そういったところはどのように考えてま

すか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 一挙に町全体として取り組むということは、かなり難しい面もあろうかと

思います。 

 一方、今、自主防災組織の中で、これは背景に、自治会の加入率の低下と

いう問題もありまして、何かあったときにお隣の方さえ知らないとか、そう

いうところをやはり改善していく必要がまずあるのじゃないかと私たちは思

ってます。 

 そうしながらも、その自治会または自主防災組織の活動が、より密接にな

っていく、結局は人と人のつながりだと思うんですね。それをどうやって避

難訓練等につなげていけるか、例えば自主防災組織の中で我々のところは地

域の関連がかなり強いと、近くの人をほとんど知ってると。そういうことで、

例えば避難場所があって、何かあったときに、そこに避難する経路を自分た

ちで考えてみたとか、そういうふうな取り組みが進んでいる組織に対して、

避難訓練をまずモデル的にやっていただけないかとかいうようなことを考え

ていきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 ただいまの回答の中で、理事者のほうがようわかってるかなというふうに

思いますけども、改正土砂災害防止法が出ております。 

 そういった中で、避難体制の強化で市町村防災計画書において避難場所、

避難経路を明記するようになっております。それは区域指定になった場合、

そういったことになっておりますけども、指定になろうとならんと、疑いの

あるところがありますよね。そういったところを見れば、やはりこれは避難

訓練、避難経路というのは必然的に明記すべきじゃないかと私的には思って

るんですけども、そこら辺の考え方、どのように思っておられますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 危険区域の指定と危険箇所の公表というのは、先ほどの議員さんの御質問

でも少し触れさせていただきました。今、議員さんがおっしゃるように、長

崎県のほうで基礎調査に取り組んでいただいておりますので、数年後に、済

みません、先ほど申し上げた用語は警戒区域の指定でございました。警戒区

域の指定になりますと、当然といいますか、建物を建てる場合の制限とか出

てくるので、過去、賛否両論があって、なかなか指定が進まなかったという

実態もあったようでございますが、今回の改正によりまして、調査が終わっ

た段階で公表するというふうになっておりますので、調査が終わった数年後、
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３年とかいうスパンだと思いますけども、その時点では県のほうから調査の

結果を公表されるものと思います。それは議員さんもおっしゃるように、そ

の時点までにはそれぞれの地域における避難場所の指定、これは先ほど町長

が御答弁しましたけど、これもまた新たな指定の仕方に変更するようにって

いうふうになってますので、並行して対応を考えていかなければならないと

考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 私的には、自主防災組織もそうであり、長与町でもそうであり、ぜひこれ

は真剣に避難訓練というのは考えてほしいなというふうに思います。 

 そういった意味では、東日本の釜石市の奇跡、記憶にあろうかというふう

に思いますけども、これはたまたまではないんですよね。釜石市内の全小・

中学校は、長年の防災教育活動があってできたと言っております。それは、

群馬大学の片田教授が、震災ある８年前から防災教育を推進してきたと報告

にあっております。 

 そういった中で、三陸町の先人から言い伝わった「津波てんでんこ」、こ

の言葉は釜石市の奇跡を知ってる方は知ってるかというふうに思います。津

波のときには家族のことも構わずに、てんでんばらばらに避難しなさい、こ

ういった言葉です。避難をちゅうちょすることは、回避するには絶対避難す

る行動を経験していくことが有効だとも言われております。人は実行したこ

とがあることしか、いざというときに実行することはできません。頭で知識

として理解していることでは不十分だと私は思っております。だから何回も、

前もこの避難訓練には質問させていただきました。やはり住民が本当にこの

町に住んでよかった、安全・安心な町だったと言えるような町になっていた

だきたいというふうに思いますんで、この件についてはいろいろと検討をい

ていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 次に、避難所について再質問をさせていただきます。 

 前回は避難所の関係で、女性の目線でっていうことで質問をさせていただ

きました。今回はペット関連でちょっと質問させていただきたいと思います。 

 東日本の教訓になりますけども、ペットとの避難所で共存するに当たり、

いろいろな問題が多発したということの報告があっております。異臭や鳴き

声など、避難所の運営は特に問題になるという声もありますが、避難所のこ

ういったペットとの共存するに当たりのルールはどのようになっているのか、

お伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 避難所につきましては、先ほどちょっと触れましたけど、災害対策基本法

の改正によりまして、町長の答弁にありましたように、指定緊急避難場所と

指定避難所というふうに区別するようになっております。今、来年の改正に
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向けて作業を進めているところですが、その２つの施設の役割として、まず

指定緊急避難場所というのが、災害が発生し、または発生するおそれがある

場合に、その危険から逃れるための避難場所、言えば一時的な部分がまずあ

るというふうに受け取っていただいていいかと思います。 

 一方、その指定避難所というのは、災害の危険性があり、または災害が発

生して、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間、滞在さ

せるということが目的、区分の一つになっておりますので、議員がお尋ねの

分は、ある一定程度の避難を余儀なくされた場合に、ペット対策については

ということになろうかと思いますが、正直申し上げて、まだ今のところ、そ

こまで具体的な検討が進んでおりません。これは来年の防災計画の見直しに

折り込めるかどうかちょっとまだ断言はできませんが、避難所の指定の変更

に伴いまして、女性に優しいとか、いろんな配慮が必要だと思われますので、

その辺は十分考慮していきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 そうですね、長与町内でも犬の登録数が約２,０００頭を超えております。

そして多くの愛犬家もおりますんで、そういった中で災害が起きた被災地で

は、その動物が被災者を癒やすアニマルセラピーというのに注目が行ってお

ります。そういった観点から、先ほど答弁の中で取り入れていくという話で

したので、ぜひそういったルールも織り込んでいただいて、健全な避難所運

営にしていただきたいというふうに思いますし、これは環境省が昨年８月に

全国の自治体にガイドラインを示してるはずと思いますけども、そういった

中で、やはり災害が多い地域と、長与町みたいにあんまり大きな災害という

ものがない地区で温度差があるのかなというふうに思いますんで、そこら辺

は、あるないの区別じゃなくて、しっかりと運用を決めていただいて、避難

所の運営もしていただきたいなというふうに思います。 

 次に、避難所関係で、今回、各自治体向けにハザードマップが配付されて

おります。そういった中で見ますと、私が住んでる地域では土石流警戒渓流

地区の下に避難所があります。両サイドには急傾斜地崩壊危険箇所というふ

うになっておりますが、それはちょっとっていうさっきの答弁の中でありま

したけども、従来の考え方でいけば、避難所が一番下にある、で、両サイド

は急傾斜地や崩壊危険箇所があるなんて、ただ単にハザードマップが配られ

ましたよね。あれ何かちょっとフォローがなってないのかなというふうに思

います。あれもらった方々は、ここは素直に、あっ、土石流で危なかとばい、

倒壊してくるばい、ここには逃げられんばい、どがんしようかっていうよう

な気持ちになるはずです。そのあげく、今度は長崎県から区域指定を調査を

しますと後から来る。そういうちょっときめ細かな何か、住民に対する周知

が必要じゃなかったのかなと私的には思うんですけども、そこら辺の周知の

あり方っていうのをちょっとどのように考えられていたのか、お伺いいたし

ます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 ことしの秋に提供させていただいたハザードマップにつきましては、県が

構築しているハザードマップ支援システムに参画して、そのデータをもとに

長与町独自で、今おっしゃった避難場所、現在の避難場所ですね、の場所を

明示するとかいうことでつくらさせていただきました。 

 まず、データ自体が制度が県のデータを使うしかありませんので、若干見

にくいところはあったかもしれません。今おっしゃったように、あれを見ら

れていろいろ問い合わせが実際ございました。先ほど私、言い間違えたよう

に、警戒区域の指定と危険箇所の公表っていうのがどこまで御理解いただけ

るか、公表する前に悩んだところです。で、警戒区域の指定を受ける前の危

険であるかなと思われるところを危険箇所として公表したというスタンスに

なるんですけども、これは一応うちのホームページを見ていただければ、県

のホームページまでリンクは張っております。そこに解説はあるんですけど、

それを見てもなかなかわかりにくいと。そこで私たちが、まだこれは危険箇

所の指定というのはこういうもので、そこまで重要に考えなくてもいいです

よという話はやはりできません。ですから、そのまんま公表させていただき

ました。この件について説明が不十分な面はあっかたもしれません。ただ、

今お話ししてる内容がどこまで伝わるかは、ちょっと私自身も自信がないと

ころがありまして、警戒区域でないからいいよとか、そういうことではない

と思います。ですから、あらかじめ県のほうで危険性があるよというのを公

表されてる以上は、そういう認識で一応日ごろからおっていただきたいと思

います。 

 そこで、その区域の近くに現在の避難所があるじゃないかと、おっしゃる

とおりです。これについては見直し作業の中で、新しい区分に応じた避難所、

済みません、名称は２つ別々ですけども、それに応じて役割を分担しながら

指定する場所の精査は行います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 町にもいろいろと苦情があったということですんで、やはりある意味、見

た瞬間は誰でも思うのかなと思いますんで、そういった周知をよくしていた

だければなというふうに思います。 

 そういった中で、避難所関係ですけども、災害対策基本法の改正がされて、

避難所関係、今検討されてるということですけども、指定緊急避難場所につ

いては、この文言がありますよね。災害が発生した、または発生するおそれ

がある場合に、その危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など

異常な現象の種類ごとにっていうふうに書かれております。だから、これは

要は避難場所については、そういった種類ごとに避難場所を設定しなさいと

いうふうに書いてあるのかなというふうに思いますけども、そういった避難
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所に対してはそういった、今は避難所だけしか書いてないですけども、そう

いった種類ごとの区別もされるんですかね、ちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 災害の種類ごとの指定ということは、我々も意識して作業は進めていきた

いと思います。ただ、実際に指定する避難所について、複数の災害で避難場

所と指定してる、この辺はどういう形で、表現ほうがわかりやすいか、少し

工夫をしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 ぜひよろしくお願いしておきたいというふうに思います。 

 最後に、町長に質問いたします。 

 最近の自然災害、御嶽山の噴火、それと広島の土砂災害、長野県の地震を

見て、町長が今、何を感じて何が必要と実際思っておるのか、そういったと

ころをちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今おっしゃられた災害というのは、多分に、例えば御嶽山の場合は、やは

りそういった火山列島の中にあるとか、そういったものがありまして、大体

あらかじめそういったものが漠然としながら起こるだろうということは予想

されるわけであります。 

 ところが、実際起こるかどうかというのは、本当に突発的なものでござい

まして、そういったことも踏まえまして、私たちがやっぱり一番考えんとい

かんことは、やはり地域住民との総合的な連携が常にとれるという、そうい

ったものの体制っていいましょうか、そういった面でいえば、やはり地域の

方々の生活が皆さん方は大体わかるような感じで、そういった感じでの自主

防災組織というのがありますけども、その以前の自治体のありようとか、そ

れから各そこへ住む方々のコミュニケーション、こういったものがどういう

ふうになっているのかというようなことを、そういったものがまずは一番重

要ではないかなと、そんなことを感じております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 町長が言われてるとおり、人と人とのつながり、連携の体制ですね、これ

がいつも何かある場合に言われてるというふうに思います。しっかりとそう

いった体制をつくっていただいて、いざ災害のときには運用できるようにお

願いしておきたいというふうに思います。 

 次に、悪徳商法関連の再質問をさせていただきます。 
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 今、回答の中で、悪質商法や詐欺犯罪等の相談がことしは６５件というふ

うな回答がありましたけども、これは所管する課で年間当たりどの程度の時

間を割いてるのか、そういったところでちょっとお聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  お答えさせていただきます。 

 相談時間にどれくらいの時間を費やすかということでございますけれども、

その相談内容にもよりまして、その取引に対するクーリングオフに対するは

がきの書き方の指導、あるいはクーリングオフを過ぎた消費者契約法に関す

る通知の作成等、それぞれによって時間の差があるというところでございま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 時間的にも、ある程度はそういった相談事に費やされているというふうに

思いますけども、そういった中で、職員の通常業務に対する、これも通常業

務に入ってきてるのかなというふうに思いますけども、やはり負担になって

ないのかなというふうに思うところがあります。なぜならば、専門知識って

いうのを習得されてない職員の方が対応しております。そういった中で、や

はり研修とかなんとか受けられての対応だというふうに、そこら辺は理解し

ておりますけども、悪質商法も巧妙化してきておりますし、詐欺のほうもそ

うですけども、本当にその対応や対策は確実に新手の詐欺、あるいは悪質商

法に対して対応できてるのかという不安な面も私は思っておりますけども、

そういった中で、専門性を持った専任相談員の配置は考えられないのか、ち

ょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 現在、専任というわけじゃないですけども、今地域政策課のほうで消費者

相談関係、受け付けをしてるんですけれども、これまでも実務経験を積んで

おりまして、知識等もかなり蓄積をされております。 

 そういうことで、町の職員の場合、人事異動等もありますので、できれば

そういった専門の方を雇用できれば、職員の負担も軽くなるんじゃないかな

という気はしておりますけれども、現在の職員もそこまでの勉強をしており

ますので、現在のところは相談については十分対応はできてるというふうに

考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 十分に対応できてるというふうに回答があっておりますけども、これ長崎
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県内を見たとき、こういう新聞等に載っておりましたね、長与町、時津町、

川棚町、波佐見町、この４町だけが専門員がいないと、ほかのとこはおりま

すと書いてありました。町長、人口４万３,０００人になろうかという町が

ですよ、相談員が１人もおらんいう現状を、これはどのように町長、感じて

おられますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、その４町というのは私も聞いて知っておりますけれども、各市町とい

う、それぞれの対応があるかと思うんですね。長与町の場合は、今、状況と

しましては、現部員の中で対応させていただいて、今のところこうした形で

ついておるというようなことでございますけれども、こういった事件の頻度

とか、あるいは内容というのも非常に巧妙化してるといいましょうか、そう

いったこともありますから、これは今後のやはり検討課題になってくるだろ

うとは思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 検討課題ということでしたけども、これは県が新たに雇ったり拡充する町

には、財政状況に応じて補助金を出すというふうに、こう言ってますんで、

そこら辺は十分活用して、フルタイムなのかパートなのか１日置きなのか、

そういった運用は役場のほうにしていただいて、やはり１件でもそういった

悪質商法、詐欺関連が上がってくるんであれば、そういった相談を受ける窓

口っていうのは、私は大切かなというふうに思います。それこそ安全・安心

のまちづくりにつながってくるのかなというふうに思いますんで、ぜひ前向

きに検討のほうをお願いしておきたいというふうに思います。 

 自転車関連の質問に入らさせていただきます。 

 各種安全についての取り組みは十分理解させていただきました。今後も継

続的に自転車に関する安全の取り組みもお願いしたいというふうに思います。 

 そういった中で、私がちょっと心配しているのは、自転車事故の加害者と

しての責任、あるいは事故に遭った場合の自分を守る保険、そういった保険

の加入状況等、わかればちょっとお伺いしたいんですけども。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  自転車に対する保険ということでございます。 

 これはいろいろ保険制度がございまして、例えば日本交通管理技術協会で

行っておりますＴＳマーク、あるいは日本サイクリング協会とか、あるいは

日本自転車協会、それから民間のあらゆる生命保険、損害保険会社が独自に

つくっておられる保険制度とか、そういったいろんな保険制度がございます

ので、どういった入ってらっしゃる件数っていうところまでは把握をいたし



－ 121 －

ておりません。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 なかなか把握も難しいかなという、そこは十分理解しております。保険の

未加入者の、なぜ未加入かということでちょっと新聞に載ってたんですけど

も、年間保険料が高い、過去に加入したが更新してないという方がほとんど

なんですよね。そういった意味では、町内及び近隣の自転車販売所において、

ある程度の町民の安全・安心を考えれば、周知、広報活動も必要になってく

るのかなというふうに思いますんで、やはり加害者になったときに責任と、

自分が事故に遭った保険っていうものは、幼稚園から小・中、一般の方まで

自転車は利用されております。そういった意味では、ぜひ加入促進の方法も

しっかりできないかというふうに思いますんで、よろしくお願いしておきた

いというふうに思います。 

 そういった中で、自転車のもう１点質問させていただきますが、趣味や練

習目的でサイクリング者が結構、岡地区の方面に行けば走っております。町

内、町外問わず利用されてるのかなというふうに思いますけども、極端にこ

れ、競技用であったりしてスピードが速く、一般歩行者、あるいは一般自転

車が危ない状況も見受けられます。そういった対策は、警察を含めてどのよ

うな指導がなされているのか、あるいはできないものか、そういったところ

をちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  通常の自転車にも、通常言いますママチャリ、普通の家庭用自転車とか、

あるいは言われるロードレース用のツーリングを目的とした自転車とか、そ

ういったものもいろいろあるかと思います。 

 自転車については、通常一般的な自転車はなかなかスピードも出ない、ス

ピード規制も法定速度が決まっているところの法定速度までが自転車の制限

というふうなことになっているようでございます。 

 それで、通常、先ほど申した日本サイクリング協会とか、あるいはロード

レース、そういった中での道路の走り方等のマナー、そういったものは独自

に多分決められておると思います。それ以上違反する場合については、当然

警察の取り締まり等になるかと思います。 

 したがって、町といたしましては、現在までは一般的な自転車に対する安

全対策の広報等については常々務めておりました。ただ、そういった趣味の

世界で一般道をスピードをもって走られる車についてのちょっと周知徹底は、

現在のところまではなかなか進んでなかったのかなと思っております。 

 そういった今情報をいただきましたので、そういった警察等々のいろんな

話し合いとか、そういうときにも情報提供させていただいて、よりよい警察

からの指導もいただきたいというふうに思っております。 



－ 122 －

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 次に、低炭素社会のほうに移ってまいりたいというふうに思います。 

 １点ですけども、非常に難しい低炭素社会は問題でありますが、住民皆さ

んにも低炭素社会の実現に向けて協力していただく必要があるのかなという

ふうに思います。 

 また、住宅や建物からエネルギー消費やＣＯ２ 排出量も削減しなければな

りません。ですが、各世帯のライフスタイルの変化で、エネルギーの消費や

ＣＯ２ 削減するのは容易ではないのかなというふうに思っております。 

 そういった中で、やはり継続した啓発活動による意識改革は必要じゃない

かなというふうに思いますんで、そこら辺の町の考え方をお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  町民皆様へ向けましての対策ということでございますけれども、先ほどか

ら町長御答弁申し上げておりますように、資源の拠点回収を初めといたしま

してさまざまな取り組みを行ってきているところでございます。 

 その中でも、答弁の中にございましたように、小型電子機器のリサイクル

システム構築事業というのを新しく始めたところでございます。そういう事

業を行っていくことが一つの継続的な啓発につながるものとも考えておりま

す。 

 それと、答弁の中にはございませんでしたけれども、長崎県の地球温暖化

防止活動推進委員さんに活動をしていただいておりまして、非常にわかりや

すい地球温暖化対策の出前講座ということで好評をいただいているところで

もございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 今出ました出前講座ですね、私も受講いたしました。ぜひそういった講座

を随時開催していただいて、周知のほうもお願いしておきたいというふうに

思います。 

 次に、１１月末で締め切られたというふうに思いますけども、節電効果が

期待される九州エコライフポイント制度について、この周知及び参加者の実

際は把握されてるのか、ちょっとそこら辺をお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  実態ということでございます。この事業につきましては、昨年の１０月に

県の未来環境推進課より参った事業でございます。その際に、パンフレット
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等を町に配付があってございます。それに基づきまして、カウンターではご

ざいますけれども、申請の周知というのを行ったところでございます。県の

ほうに確認をいたしましたところ、募集件数については、余り多くを募集を

できないという部分もあられるということで、実際、応募数につきましては

９００件から１,０００件、県内でということで把握をいたしております。

町についてっていう形については、申しわけございませんけれども把握でき

ておりません。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 このエコライフポイントについては、もう家庭でできるＣＯ２ 削減に向け

た節電の簡単な取り組みの一歩かなというふうに思いますし、またこれを参

加することによって、ポイントで買い物がコンビニエンスストアなんかでで

きるという特権もありますんで、ぜひこれは大きく広げていただきたいなと

いうふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 次世代カーについては、この長崎県のビジョンの中で設置を検討していく

ということでしたんで、ぜひ前向きに検討していただいて、早期の設置に向

けて行動を起こしていただきたいなというふうに思います。そういった中で、

やはり次世代カーになれば電気自動車かではなくて、次、一歩進めれば水素

自動車もこれからの時代に来るのかなというふうに思います。現在、水素ス

テーションは７カ所しかありませんけども、国は２０１５年まで１００カ所

の計画を立てております。これも補助金等で十分活用できれば、長与町も低

炭素社会に向けた先進地に向けてなっていくのかなというふうに思いますん

で、町長もそこら辺は十分理解していただいて、ＣＯ２ 削減に向けて長与町

が率先的に先進地になるようにお願い申し上げまして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１３時まで休憩します。 

（休憩１１時５０分～１３時００分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順８、西岡克之議員の①福祉政策について、②定林橋の人道橋につい

ての質問を同時に許します。 

 １０番、西岡克之議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 お昼から１番目で、皆さん、眠たいでしょうけども、おつき合いをお願い

いたします。質問をさせていただきます。 

 まず初めに、福祉政策についてでございます。もう御存じの方はおありか

と思いますが、地域包括ケアシステムについてということです。初めに、地

域包括ケアシステムという言葉は、１９７０年代の半ばごろ、広島県の御調

町、これは現在、市町村合併で尾道市になっておりますが、そこの山口昇医
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師が初めて使われた概念です。どういう内容かといいますと、山口医師は脳

外科の専門医で、脳卒中で入院された患者さんが手術、治療をする中で症状

が改善し、退院をしましたが、またしばらくするとこの患者さんが寝たきり

の状態で、しかも認知症の状態で、おむつを当てた状態で再入院するという

ことがたびたびあったそうです。せっかく回復したのになぜこんなことにな

るのかと調査をすると、退院後の元患者さんである方が、在宅での療養生活

で、家族は共稼ぎ等による家族介護力の低下、当面自宅では誰も見てくれな

いということが想像できますが、おむつで失禁を余儀なくされる不適切な介

護、自宅の介護環境の問題、さらに日中の家族不在により閉じこもりがちに

なるために、認知症の低下などが見られることなどの複合的な要因によるも

のであったと分析をされました。山口医師は、この状況に対応すべく医療を

自宅に届ける出前医療、訪問介護、保健師の訪問、リハビリテーション、さ

らには地域住民による地域活動の充実などの活動を導入するとともに、１９

８０年代には病院に健康管理センターを増設し、ここに町役場の福祉と保健

行政を集中させて、社会福祉協議会も移設し、文字どおり保健、医療、介護

の一体的な推進体制を構築することになりました。利用者の生活課題を発見

し、その課題の解決を目指して現場に必要なサービスをつくり出し、さらに

このサービスが有効に機能するように、サービス提供体制を地域で総合し、

これを円滑に実施するために行政組織の統合にまで及ぶという実践は、今日

の地域包括ケアシステムの先駆けとなったのであります。この地域包括の創

始から２５年後に介護保険制度が導入され、さまざまなサービスが導入され

ました。このシステムの中に、これからの地域包括ケアシステムの原点があ

るんだと感じます。もっとも、地域包括ケアシステムは法律で明記され、実

施に向けて行政はシステムをつくり上げていかなければなりません。 

 そこで、本町としては、現在どのような形で進めていくのか、スケジュー

ルなども含めて質問いたします。ちょっとずれてますけども、イ、現在の進

行状況はどうなのか質問いたします。ロ、先ほど文章の中にあるように、単

に所管課だけで進める、本町で言えば介護保険課ですけども、だけで進める

というには限界があると感じます。町長はどのように感じているか質問をし

てます。ハ、この制度はボランティアの働きが重要になってきますし、力を

発揮すると感じます。そこで、私が強力に推進した介護福祉ボランティア制

度の現状はどうか、質問いたします。ひとり暮らし高齢者見守り制度は、現

在、社会福祉協議会のマンパワーによる見守りと、ＩＴによる見守りが実施

をされていますが、今後の方向性についてどうか質問いたします。 

 次に、前回質問したピロリ菌の質問趣意について、その後の進展はどうな

のかを質問いたします。 

 ３つ目、町内保育所の運営状況について、待機児童のことも含めて質問を

いたします。 

 大きな２番目の定林橋の人道橋についてでございますが、これは同僚議員

も何回となく質問をしております。その後の進展状況は、現在どのようにな

っているのか伺います。 
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 以上、質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、地域包括ケアシステムということで、西岡議員の御質問にお答

えをさせていただきたいと思います。 

 １番目、１点目でございますけれども、団塊の世代が７５歳となる２０２

５年を目標に、介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提

供できるような、長与町に合った地域包括ケアシステムを構築する必要があ

ると思っております。このシステムの概要といたしましては、国のほうで標

準のケアシステムが示されております。このシステムの大きな柱として、１

つ目は在宅医療、介護連携、２つ目としまして認知症施策の推進、３つ目と

しまして地域ケア会議の推進、４つ目が生活支援サービスの充実と、この４

点が掲げられておるわけであります。この地域包括ケアシステムの中核をな

すものが地域包括支援センターやケアマネジャーでございます。医療機関に

入院されていた方が退院する場合、退院後、在宅でどのような通院や介護サ

ービスが必要かを医師の意見と本人の意向を調整してコーディネートしてい

かなければならないわけでございます。また、在宅の高齢者に対しまして介

護予防の観点から、老人クラブ、自治会、ボランティアやＮＰＯ等地域資源

を活用し、地域に即した生活支援等を行い、地域で高齢者を見守っていく体

制づくりが現在、求められているところでございます。 

 当町としましては、このシステム構成をどのように行っていくか、これま

での現状分析と２０２５年における人口、高齢者、要支援、要介護者等のほ

か、それに要する給付費の額などを推計し、今回の第６期介護保険事業計画

にどう反映させていくか、現在検討をしているところでございます。 

 次に、ロの質問でございますけれども、この地域包括ケアシステムにつき

ましては、先ほど述べましたように、介護保険制度の将来のあり方として想

定されたものでございます。また、現在進めております平成２７年度から平

成２９年度までの第６期介護保険事業計画は、この地域包括ケアシステムを

２０２５年までに構築するための第一歩と考えており、その中で当然、医療

機関、介護事業所、地域などとの連携においては、介護を中心とした調整が

必要となってきます。そのコーディネートを図っていく役割を担うのが包括

支援センターと考えているところでございます。今後、各種関係団体等の御

協力をいただきながら、地域包括ケアシステムの構築に向けて進めていきた

いと考えております。 

 次のハの質問でございますけれども、介護予防サポーターポイント制度は、

高齢者の介護予防サポーター活動を通して社会参加を促し、あわせて高齢者

自身の介護予防を推進することを目的として、平成２５年３月に長与町介護

予防サポーターポイント制度実施要綱を策定し、実施を社会福祉協議会へお

願いをしておるところでございます。これまでの状況といたしましては、平
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成２５年度にサポーター制度の取り組みについて、先進地の視察や検討を行

い、本年１月から３月まで講習会を３回開催し、４０名の参加があっており

ます。また、サポーターの受け入れ施設として、４カ所から受け入れについ

て承諾をいただいたところでございます。平成２６年度におきましては、サ

ポーター活動の周知を図るため、これまで説明会や講習会４回を開催すると

ともに、受け入れ施設等の拡大のため、デイサービス事業所などにも依頼し、

１１月現在、９カ所での受け入れが可能となっております。また、サポータ

ー増員のため、認定活動項目につきましても拡大していくよう協議を重ねて

いるところでございます。 

 次に、ニの質問でございますが、高齢者見守りなどの現状としましては、

民生委員・児童委員様を初め、町の長与町地域福祉計画を受けて長与町社会

福祉協議会が作成しました長与町地域福祉活動計画、これをもとに自治会の

福祉員によるひとり暮らしの方への訪問、見守りを行っているところでござ

います。また、介護保険課におきましては、訪問看護師により毎月７０歳、

８０歳、９０歳到達者宅を訪問し、健康チェックを行うとともに、今後見守

りが必要と思われる方には要援護者台帳を作成し、その後も定期的に訪問を

しているところでございます。 

 一方、企画課で県の補助を受け、モデル事業として百合野地区で実施して

おりますＩＣＴによる見守り事業は、議員御承知のように、テレビの電源を

入れることで、指定された最大５名の方にメールでテレビの電源が入ったこ

とを通知するもので、先ほどの民生委員、福祉員を初めとするマンパワーを

補完するものとして有効ではないかと考えているところでございます。今後、

ＩＣＴの実証実験の結果を踏まえ、マンパワーとＩＣＴを組み合わせた形で

の見守り体制について検討をしていきたいというふうに考えております。 

 福祉政策についてでございます。１点目、２点目のピロリ菌検査の進展状

況でございますけれども、さきの９月定例議会の際に御答弁申し上げました

ように、ピロリ菌の検査につきましては、現在、他の自治体の状況や地元医

師会との協議を行いながら、実施できないか検討を行っているところでござ

います。 

（「もうちょっとゆっくり」の声あり） 

町  長 （吉田愼一君） 

 さきの９月定例議会の際に御答弁申し上げましたように、ピロリ菌の検査

につきましては、現在、他の自治体の状況や地元医師会との協議を行いなが

ら、実施できないものか検討を行っているところでございます。対象者の選

定や検査の方法、がん検診や特定健診等と同時実施が可能かどうか、自己負

担額や町の負担の面など、いろいろと検討すべき事項がございますので、ど

のような形になるかは今のところ未定でございますけれども、実施できる体

制が整いましたら広報等を利用し、お知らせをしていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 １番目、３点目につきましてです。町内保育園の運営状況といたしまして

は、町内在住者の町内７園での１０月入所状況を昨年と比較いたしますと、
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昨年は８６６名、本年は９１２名とふえております。状況としましては、保

育園へ尋ねたところ、各園それぞれ違いはございますけれども、保育士確保

等、対応に努めていただきましたが、想定以上に入所希望が多く、受け入れ

ができず、残念ながら待機が出ているのが現状でございます。また、待機児

童数は、１０月の入所状況で１４名でございます。ゼロ歳児が９名、１歳児

が１名、２歳児が２名、３歳児が１名、５歳児が１名となり、ゼロ歳児が例

年と比べますと多くなっておるところでございます。 

 続きまして、２番目の定林橋の人道橋の進展状況でございますけれども、

この人道橋に関する御質問、御要望は過去にもいただいており、事業推進に

当たりまして検討を行ってきているわけでございますけれども、国の補助事

業を受けるに当たり、現在、第３期の旧まちづくり交付金事業において採択

をお願いできないか、県、国へ協議をいたしている状況でございます。その

結果が判明するまでしばらくの時間がかかるのではないかというふうに思っ

ておるところでございます。以上であります。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 再質問をさせていただきます。先ほど答弁にありましたように、２０２５

年問題ですかね、もう御案内のとおり、今の団塊の世代の方々が８０歳前後

になられたときに介護が非常に必要になるという、それが２０２５年問題で

ございます。このときに視点を合わせてっていうわけでもないんですが、と

りあえずはターゲットポイントに置いて、その手前で介護、医療、それとを

やっていくという形になるのかなと思います。なかなか先のことでございま

すので、ちょっと雲をつかむではないですけども、どうやっていけばいいの

かという、わかりにくい部分があると思うんですけども、これは税と社会保

障の一体改革っていう、聞いたことあるのの、その中からでも生まれたこと

でございまして、確実にやっていかなければならないことでございます。 

 そういう中で、まず現状を知るという意味で、実際調査っていうんですか

ね、そういう部分が必要になってきます。まずそのニーズ調査とか実態調査

とかいう部分で、その手前の先の分で、認知症の高齢者の２０２５年までっ

ていう形の推計っていうのはできておられますか。まずそこをお尋ねいたし

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  ２０２５年度ということで、本年の４月１日現在でございますけども、現

在把握している認知症の数っていうのは１,０１０人というふうに認識して

おります。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 
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 現状で町内で１,０１２人ということですね。わかりました。これは前回、

同僚議員、内村議員の質問の中でもたしか言われてたと思います。その中で

も、答弁の中で、高齢者のニーズ調査等に基づき、地域の社会資源及びそれ

を支える支援者の課題がございますと言われてますので、ニーズ調査は現状

ではできてますが、その２０２５年、なかなか予測はしにくいと思いますけ

ども、ここ数年の増加から、大体２０２５年まではどのくらいまで上るのか

なという形は、予測はできておりますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  済みません、先ほどの認知症の数なんですけども、１,０１０人ですね。 

 それで、２０２５年度における数っていうのは、第６期の介護保険事業計

画を策定中の中で、現在、一応推計はしておりますけども、まだその検証と

いうのを今やってる段階ですので、ちょっと数字のほうは控えさせていただ

ければと思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。推計根拠とかなんとかあるんで、現在そういう形ならばも

うお聞きをしませんが、所管のほうでしっかり推計をしておいていただきた

いというふうに思います。この数字が根拠になってくるんじゃないかなって

いうふうに思いますので、そこはあえて今、はっきりしてくださいという部

分じゃないんで結構でございます。 

 じゃあ、同じような部分で、高齢者の世帯とか、独居高齢者の世帯とかの

推計もわかりかねますか。それはどう感じられますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  同様に、２０２５年における総人口数、それと高齢者数、あと、前期高齢

者、６５歳から７４歳まで、それと７５歳以降の数っていうのは、一応推計

で今、出しているところでございます。 

 それと、その中で独居の数っていうことでございますけども、平成２５年

度におきまして、純然たるひとり暮らしの数が今、７７４名いらっしゃいま

した。これが今後ふえていく可能性は当然見込んでおるんですけども、そこ

の数字も一応推計はしていく予定にはしております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そこの実態もまだ、先ほどの認知と一緒で、明らかにできないという部分

なんだろうというふうに理解をいたします。これをなぜお尋ねしたかという

と、結局、戻りますけども、２０２５年のときにこの数字がどういうふうに
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なっていくのかという予測をしないと計画が立てれないという形で、今この

３つのことをお聞きしました。これも先ほど申し上げたのと同じように、し

っかり所管のほうで把握をしていっていただきたいというふうに思います。

例えば長崎市とか比べたら、高齢化率が長与はまだ幾らか違いますので、多

少の２０２５年と今のずれはあるんだろうというふうに思います。しかし、

いずれ来るべき問題なので、そこはしっかり把握をしていただきたいという

ふうに思います。 

 それと、同様な形で、今、６期の介護福祉計画ですかね、５期までの、今

までの検証というのはできていらっしゃいますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  ６期計画をつくるときに、５期までの検証というのは当然必要でございま

すので、現在検証を進めて、それを介護保険の運営協議会のほうに上げさせ

ていただいて、検証していただくという形になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。そこのところをしっかり検証しないと、先の問題が進まな

いというふうに理解いたします。例えば総合計画でも一緒なんですけども、

コンサル任せで、●     の総合計画が今まであったところもあります。

沖縄と北海道が同じ総合計画という形も聞いたことがございます。しかし、

それじゃあ何の役にも立ちませんので、長与は長与の福祉計画をちゃんと検

証をして、自分たちでつくっていくという態度が必要じゃないかなというふ

うに思いますので、そこのとこはよろしくお願いいたします。 

 続きまして、ロの問題でございますが、ちょっとよく書きとめられなかっ

たんですけども、これは今、介護保険課のほう、１階のほうを向いてお話を

してますけども、１階だけの問題ではないんですね、いろんな形が複雑に絡

み合ってきます。福祉も来ますし、いろんな問題がありますので、これを進

めるには町長のリーダーシップが必要になってくるんだろうと思います。町

長がこの問題について、課を横断的にやるシステムをつくっていかなければ

ならないんじゃないかというふうに思います。その辺で町長の決意というか、

御理解というか、どういうふうにお考えなのか御質問させていただきます。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 まさしく議員がおっしゃった中で、これらをやっていくためには町役場の

福祉と保健行政を集中させて、ここにまた社会福祉協議会というのも入って

きます。だから、長与町の庁舎内だけではなくて、社会福祉協議会、それか

ら自治体関係も、医師会関係も入ってきます。そういった形での地域包括ケ

アの概要ですので、このあたりにつきましては第６期のこの計画を立てる中
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で、そのあたりの部分ももう少し明確にしていきたいというふうに考えてお

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そうですね、町長がそういう気持ちでおられるということは非常に心強い

形でございます。まさしく介護保険課だけの問題ではございませんで、全庁

的な形で、予算もかなり伴ってきます。全庁的な形で取り組んでいかなけれ

ばならないかなというふうに思います。 

 では、次に行きます。ハのとこのボランティア制度の現状ということで、

今、お尋ねしましたら、１から３月で３回講習して４０名、４カ所の受け入

れが、１１月はもう９カ所の受け入れにふえていると、今、当初の答弁でお

聞きしました。これは何回も言うようでございますが、役場だけの問題では

なくて、社協も絡みますし、また、高齢者をいかに元気に高齢期を過ごして

いただくかと。よくＰＰＫという言葉をお聞きになったことがあると思うん

ですが、まさしくピンピンコロリでございます。寝たきりを少なくする、そ

のためには目的感を持ってもらう、動いてもらうという形ですね。そのため

の１施策が介護福祉ボランティア制度だというふうに私は理解をしておりま

す。 

 これをやっぱり推し進めることによって、当然この地域包括支援システム

では、ボランティアであるとか、もちろん医師会の協力も必要ですし、地域

の協力も必要で、社協も要ります、いろんな形が丸くなってくるんですけど

も、その中のボランティアっていう形で、一歩中に入った部分で、そのボラ

ンティアはやはり養成をしていかなければならないというふうに思います。

法律の関係で、直接介護はできません、今の現状では。しかし、さまざまな

それ以前の部分の介護のかかわり方っていうかな、ができると思いますし、

それによってさまざまな、先進地の事例を聞きますと、かかわった方が目的

感を持ったりとか、ある意味地域の産業の振興になるんですね。あるところ

で、鳥栖だったかな、どこだったかな、そこはボランティアをした方に商品

券を配ってるとかいうのもあるんですよ。直接介護保険から差し引いてくれ

るとこもあります。商品券をもらえば必ず町内で使いますから、そういう形

で産業振興にもなりますし、もとよりやはりそういう介護に形に参画をして

いるという自覚が生まれると思うんですね。今後の推進はどのようなふうに

思われますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  介護のサポーターの件でございますけども、確かに２５年から始まって、

昨年は４施設で、人数はちょっと参加者が少なかったというのもありまして、

その原因は何かというと、やはり４施設でしたので、どうしても行くのに交

通の便がちょっと行けなかったりということがございます。そこで、ことし
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は１つ施設の数もふやして、デイサービスのほうにも一応お願いをいたして

おります。また、現在ちょっと協議を社会福祉協議会とさせていただいてる

んですけども、施設だけじゃなくて個人のお宅の中で、例えばごみ捨て、あ

るいは話し相手、草取りというような、そういうのもボランティアの活動の

項目に入れられないか、現在検討をしております。そういうのが拡大してい

くことで、このサポーターの数がふえますと、先ほどから言っておりますよ

うに、２０２５年の地域包括ケアシステムの中の一つのボランティアの対応

ということで十分対応できるボランティアになるんじゃないかというふうに、

今、考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 まさに私も同様な考えでございます。今のうちからボランティアを養成し

ていくという形ですね、これが２０２５年問題に寄与してくるんだというふ

うに思います。今後、かかわられる施設にもどんどんふやしていただきたい

し、ボランティアさんの数ももっと養成をしていただきたいというふうに思

います。推進を求めておきます。わかりました。 

 その次に、今、地域包括支援システムの中であるんですけども、見守りっ

ていうのが必要になってきます。今までは施設の中である程度症状が進行す

ると、施設に、施設にっていう形なんですけども、今後は施設も受け入れが

そうできなくなります。そうすると自宅でっていう形になっています。国も

その方向性を持ってるみたいです。例えば高齢者の方がいらっしゃったら、

サービスつき高齢者住宅をつくって住宅を供給するとか、また在宅の形です

ね、在宅で訪問診療にはちょっと国のほうで支援をしてあげたりとか、これ

は先日ある医師の方とお話をいたしました。訪問診療のほうは我々もちょっ

と手厚い部分があると。クリニックに来られるにはちょっと実質引き下げの

部分もあるんですよねっていうお話をいたしました。今後、国もやっぱりそ

ういう形で訪問のほうへ、訪問のほうへという形で、在宅へ、在宅へという

形で行くんじゃないかなというふうに思ってます。 

 そうなると、医師が行かれるときとか、また介護の方が行かれるときとか

はいいんですけど、それ以外の見守りっていう形がより重要になってきます。

今、町長が推進されておられるＩＣＴの見守りが百合野地区でされてますね。

これとマンパワーの融合が必要になってくると思うんですけども、今のとこ

ろＩＣＴのほうは県の補助金が、たしかついてるんですよね。今後それが、

３年ぐらいだったですかね、後に補助金がなくなるっていう形があります。

そういうときに町としてはどういうふうなスタンスでＩＣＴの見守りをされ

るのか、ちょっとそこを伺いたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 現在、百合野地区でモデル事業として取り組んでおります地域支え合い
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（Ｉ）ＣＴモデル事業、現在９８世帯、うち見守り対象世帯３８世帯で御利

用いただいております。御指摘のとおり、これは２７年度までのモデル事業

でございます。ですから、それまでは県との折半で事業費を負担をしており

ます。２８年度以降は、そういった県の補助はございません。そういう中で、

現時点におきまして、先ほどもちょっと午前中にもございましたが、防災情

報も含めた身近な情報発信の部分、それと見守り世帯、見守りを受けていら

っしゃる世帯の安心感の助長、それと地域の皆さん相互の信頼関係の醸成、

こういった部分において一定の効果があってるのではないかという感触を得

ております。ただ、モデル事業終了後の拡充、もしくは広域的取り組みの可

能性につきましては、今後残されたモデル事業の期間も利用しまして、ＩＣ

Ｔ普及員の、地域にどっぷりつかって活動していらっしゃいますが、ＩＣＴ

普及員の業務内容、もしくは業務量であったり、地域の皆様、自治会役員、

民生委員、近隣住民の皆さんとの連携のあり方、それと費用負担のあり方で

す。当初、導入に際しては機器、機材を購入していただく必要もございます

し、毎月の通信費もございます。それと、一番重要な利用者の評価、こうい

ったさまざまな観点から事業効果及び費用対効果を見きわめてまいる必要が

あるというふうに考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そういう、確かに今、課長がおっしゃられたとおりと思いますが、一定の

効果はあるという形ですけども、それ以降についてはまだ未定という形で理

解してよろしいですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 まだ折り返し点まで来てない状況です。地域からもさまざまな御要望等も

頂戴をしております。そういった今後の期間も含めまして、先ほど申し上げ

た観点から、総合的に考えてまいりたいと。ですから、現時点ではまだ白紙

といいますか、一定の効果については認めておりますけれども、やはりマン

パワー、それとかなりのコストがかかる事業でございますので、今後見きわ

めてまいりたいと、そういうことでございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、その中で、確かにＩＴを使われる方はいいと思うんですね、これ

はもういながらにしてわかるという。社協がやってるマンパワーの見守り、

これとの融合はどのようにお考えになりますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 



－ 133 －

部  長  現在、社協のほうにお願いしております福祉制度なんですけれども、今、

１０自治会が加入推進をしていただいております。毎年大体３０近いぐらい

を目標に、自治会にお話をさせていただいて、ふやしていくということで考

えております。そういう中で、見守りの福祉員さんたちの動向を見ながら、

そのＩＣＴのほうとどうかかわっていくかは今後考えていかなきゃいけない

と思うんですけれども、私どもとしては、まず住民の地域から、そういうひ

とり暮らしの事故、事件が起きないような形を見守っていくということで考

えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 今、両方というか、マンパワーとＩＣＴをやられてるのを聞いたんですけ

ども、まだ両方とも融合するという形はできてないみたいですね。今後やは

り両方のいいところを認め合って、両方でやっていくという形が、片っ方は

片っ方でじゃなくて、両方ひっつけて、いい形で、今そのどうのこうのとい

う具体的案はございませんが、両方で見守りをしていくという形をしたほう

がより効果的になるのかなというふうに思っておりますので、今後、先ほど

私、申し上げましたよね、町を横断するような形が必要ですよと。まさしく

その一歩目っていうか、そういう形だと思うので、そこは町長、リーダーシ

ップを発揮して、両方を融合していくような形で見守りを続けていっていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。答弁を。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今やっておりますＩＣＴの部分につきましては、百合野という一つの限定

された地域でやってるんですよね。それで今、そういったもので、だから百

合野のところはＩＣＴと見守りの方との連携はやってるんじゃないかなと思

うんですよ。今、所管のほうでそういった意見出ましたけども、ちょっと所

管のほうからもう一回説明してもらって。今、百合野地区ではやっています

よね、ＩＣＴとの連携、ちょっとそのあたり。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 現在、百合野地区でモデル事業でやってるＩＣＴの分で、何らかのもし万

が一異常等があった場合は、モデル事業のほうの推進員さんのほうにまず連

絡がいくようになってまして、それから結局、最終的に機械的なものは支援

できませんので、そこで民生委員さんとか自治会の福祉員さんたちとか、連

携を図って対応するように、一応道筋はつくっておりますが、今のところそ

ういった事例は発生しておりません。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 
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 １０番 （西岡克之議員） 

 発生してないというのは、それはいいことなんで、別にどうのこうのとい

うんじゃなく、ただ、先ほど申し上げたように、今、折り返し地点だと企画

課長が申されたんで、今まで片道の検証をして、それはそれとして有用に、

マンパワーの部分と一緒にやっていかないと、予算が終わりました、県の処

置が終わりました、じゃあもうやめますというんじゃあ、ちょっといかない

というふうに思います。そのときにうまく回るような形を今のうちから組ん

でおけばどうですかというふうな御提言を申し上げた部分です。そこは御理

解いただきたいというふうに思います。では、わかりました。その部分は結

構でございます。 

 あとは、済みません、先ほどちょっと聞き損ねたんですけども、医師会で

すね、西彼杵医師会の地域包括ケアシステムに対するスタンスっていうのは

どうなのか、もしおわかりだったら今、教えていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  西彼杵郡医師会のほうでも一応、介護部会というのができております。先

般、その会長さんとちょっとお話はさせていただいております。その中で、

その会を、この地域包括システムの仕組み、医師会としての対応というのを

随時会議でお話はされてるということでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。医師会ももちろん大きな存在なんで、上手に一緒に巻き込

んでやっていかないと、幾ら役場だけ旗を振っても、これはできないシステ

ムと思いますので、その辺の御認識をよろしくお願いします。 

 じゃあ次、ピロリ菌に行こうと思います。ピロリ菌については前回質問い

たしまして、これは長崎市の私どもの同僚議員に聞きましたら、かなりいい

答弁をいただいたという形を聞きました。その後、あれが９月でしたので、

３カ月近くたちます。どういうふうな進展かなと思いますが、その後の進展

はどうでしょう。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  町長が答弁申し上げましたように、今現在、他の自治体の状況とか、地元

医師会、それから集団健診等を実施していただいてます事業団さんとかにピ

ロリ菌の検査がどうなのかっていうことでお話をしております。やはり胃が

んのリスクを早期に発見できるということで、利点もすごくありますので、

やりたいという方向でいろいろ検討を行っている状況です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 
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 １０番 （西岡克之議員） 

 もう前回言いましたんですけども、御案内のとおりと思いますが、以前は

たしか数万円かかっていたと思います。これ、もう検査は除菌のことですよ

ね、除菌に数万円かかってたと。今は除菌は保険適用で、もう数千円なんで

すね。ただ、数千円の保険適用ですけども、それを見つける部分が大事なん

ですね。見つければ、その数千円で除菌ができると。それを集団健診でやっ

てくださいよと、まずは国保の形でやってくださいと。国保で結果が出れば、

次に協会けんぽとかいろんな形の社会保険の形もできると思うんです。まず

国保で実績を示して、データをとれば、そのデータが国に行きます。国が行

けば、国のほうもいろんな形で、社保とかなんとかで実施できるというふう

に思います。その基礎データをとる意味でも、国保でとにかく実施をしてい

ただきたいというふうに思いますので、ぜひその仕組みをつくっていただき

たいというふうに思います。進展があってるようでございますので、ピロリ

菌についてはもうここでやめておきます。 

 次に、保育園の待機児童の問題ですが、現在７園で８６６人、本年は９１

２人で、１０月で１４名ですか、待機が出ていると今、当初の答弁でお聞き

しました。これは低学年っていうんですか、ゼロ歳から２歳までがほぼ多い

んですね、仕組み的に。保母さんの数も要ります。そして部屋の面積も要り

ます。多分そういうことになってるんだろうと思いますが、以前は長与町は

待機児童はいなかったんです。ここ１年か２年ぐらいで、急にこの年代の待

機がふえてるんですよ。それで、これは私も知らなかったんです。ある御夫

人の方から御相談があって、実は勤めに行きたいと。そのためには保育園に

入れなければならないんですけども、待機になってしまいましたといって、

お子さんはお幾つですかといったら、まだ３歳になってないんですね。２歳

何カ月かなと思います。そしたら、近所の保育園に聞きましたら、やはりい

っぱいですと。次に、ちょっと遠いとこの保育園にお聞きしてもいっぱいで

したと。最後、福祉課のほうにお尋ねしたら、いっぱいです。せっかく働い

て、労働人口の不足するこの世の中に働きに行こうというお母様方がいらっ

しゃるのに、こういう待機が出たら、ちょっとそれを阻害していくんじゃな

いかなというふうに思います。ましてやもう町長もお耳が痛いでしょうけど

も、住み続けたいと、住んでよかったと言われるというのならば、やはりこ

ういう待機っていうのは避けるべきだろうというふうに思います。ましてや

先ほどの地域包括と違って、生産活動ができる年代が町内にたくさん入って

きてほしいと思いますね。 

 横浜市は待機児童ゼロを言ったんですね。そしたらみんな横浜に移り住ん

だんで、みんなというか、横浜に移り住む人間が多かったんですよ。それで

今、待機児童が出てるということなんですけども、裏を返せば、待機児童が

ないということは、町内に導入してくる人口がふえるということなんですよ。

ここのところはやはりよく見ていくべきじゃないかなというふうに思います。

今後、今待機が出ている低学年っていうのかな、幼児っていうんですかね、

の部分の解決については、どういうふうにお考えになってますか。そこをお
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尋ねいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 今回、特に３歳未満の０、１、２歳児のお子さんが非常に多くて、保育園

のほうにお聞きしましたら、今までは何とか園同士とかも含めて、部屋のや

りくりとか保育士の確保とかで何とか受け入れを可能にしていたのが、急激

にふえてきたということで、今回待機が出ている状態なんですけども、現状

では、各園にそういった対応をそのまま引き続き努力していただく状態でし

かないんですけども、来年の４月から子ども・子育ての新制度が始まります

ので、それに合わせて現在、具体的にはお話できませんけども、町内で認定

こども園、そういった３歳未満のお子さんを受け入れられるような認定こど

も園へ移行しようという園とか、あと認可外の保育園が認可をとろうという

ふうな、そういった受け皿を拡大するような方向で今、準備をしております

ので、来年度からはある程度対応が可能かと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。認定こども園ですかね、子ども・子育て新法案ができて、

認定こども園に移るところが今あるということで、そこができればまたそこ

も多分、保育園じゃなくて幼稚園がそこに移行すれば、今までの分が幾らか

はそっちでカバーできるかなというふうに思いますし、今、答弁の中にあっ

た認可保育園が出れば、またそこでも幾らかカバーできるのかなというふう

に思いますけども、小学校とかだったらある程度、何年間かの推移を見て、

きのうも教育長が答弁されておりましたけども、何年かの推移を見て、五、

六年の推移があるもんですからできるんですけど、ゼロ歳から３歳というの

は１年ぐらいしかないんですね、推移が。だから、読み違いという部分は確

かに理解いたしますが、そこのところはなおしっかり、もっと現状分析をし

て早急に対応をしていただきたいというふうに思います。そうしないと、せ

っかくの生産人口が長与のほうで、だめならもう横ばいという形になって、

外に逃げていくという形も考えられますので、ぜひそこはよく見ていただき

たいと。もしこのような環境の変化があるようだったら早急にすぐ対応して

いただきたいと、年度まで待ってもらうとか、今いっぱいですよという冷た

い言葉じゃなくて、すぐ対応をできるようにしていただきたいというふうに

思います。それと、じゃあもうそこの部分はよくお願いという形で終わりま

す。 

 最後の定林橋の人道橋についてですけども、これ、私以外も何人もの同僚

議員も質問をしております。もう３年近くなるのかなというふうに、３年ぐ

らいはなりますね、思います。いまだに解決が見えないんですけども、そこ

はどうなんでしょうか。今後の推移はどうなのか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 
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議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  ただいまの議員さんの御質問にお答えいたします。 

 確かに２期のまちづくり交付金事業のほうで計上はしていたんですけれど

も、やっぱり財源とかそういったところの都合で、現在、第３期のまち交の

ほうで採択ができないかという形で、国のほうにはもう申し入れをしており

ます。まだ話が消えたわけではないんで、引き続きずっと県、国のほうに要

望をしていきたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。どうなっていたのかなというのが不安だったので、そうい

うことでしたら一日も早い解決を目指して鋭意努力していただきたいという

ふうに思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１４時５分まで休憩します。 

（休憩１３時５０分～１４時０５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行います。 

 通告順９、安部 都議員の①新図書館のあり方とブックスタート導入につ

いて、②認知症患者における対応について、③障害者福祉政策についての質

問を同時に許します。 

 ２番、安部 都議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 皆さん、こんにちは。お昼からの眠たいときですが、１時間おつき合いく

ださい。 

 それでは、字句の訂正をまずはお願いいたします。２番の認知症患者にお

ける対応についてですが、対応策についてということでお願いいたします。

それから、上から２番目の今のところの認知症患者は約２,０００人として

おりますが、１,０１０人にしていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 それでは、質問に移らせていただきます。①番、新図書館のあり方とブッ

クスタート導入についてお伺いいたします。新図書館の建設については、現

在、長与町新図書館基本構想策定委員会にて１０月１６日、第１回目の協議

が開催されました。今後、事業計画の概要など策定され、完成に向けての協

議が行われます。そこで、町民に親しまれ、信頼される、これからの目指す

図書館の役割やあり方について、下記の質問をいたします。（１）図書館司

書によるビジネス支援の取り組みはどうか、お伺いいたします。（２）４カ

月乳児健診時にブックスタートを開始してはどうか、お伺いをいたします。 
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 ②認知症患者における対応策についてお伺いいたします。現在、日本で６

５歳以上の高齢者は３,０００万人いると言われております。本町では約９,

３００人の高齢者がいますが、そのうち認知症患者は約１,０１０人存在い

たします。また、全国で認知症患者の５,２０１人が行方不明となり、その

うちの３８３人が遺体で発見されております。高齢者の４人に１人が認知症

か、その予備軍であると言われております。そこで、認知症患者のこれから

の対策についてお聞きいたします。（１）助け合い、支え合いの精神による

地域社会で認知症患者を守るための取り組みをなされているのでしょうか。

（２）今後、超高齢社会の進展がますます予想されます。高齢者の特殊詐欺

の被害が新たに報告されておりますが、被害防止のため、高齢者への対策な

どあるのかお聞きいたします。 

 ③障害者福祉政策についてお聞きいたします。昨今、手話言語法の制定を

求める意見書の提出を求める請願が、本町を初め、全国でも多くの地域で採

択をされております。そこで、視覚障害者や聴覚障害者、または重度の難聴

者などがスムーズに社会生活ができるよう、情報の共有や公共施設などの社

会環境の改善が必要となります。そこで、以下の質問をいたします。（１）

長与町身体障害者福祉協会は、障害者にとってはなくてはならない中核的存

在として必要不可欠でありますが、町としての見解はいかがでしょうか。

（２）長与町要約筆記グループでありますが、もっと町民に周知し、いろん

な場所で活用してもらうべきではないでしょうか。（３）公共施設における

障害者用トイレの設置状況についてお伺いいたします。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、安部議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思ってます。

１番目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員会のほう

から回答をいたします。私のほうからは、そのほかの御質問についてお答え

をいたします。 

 ２番目、１点目の地域社会での認知症患者を守るということについての御

質問でございます。平成２６年４月１日現在、長与町の認知症との診断を受

けておられる方は、議員おっしゃったように、１,０１０人となっておりま

す。現在の認知症への取り組みとしましては、認知症についての学習と予防

方法の実践指導としての脳トレ教室、認知症についての理解とそのサポート

役割を学ぶ認知症サポーター養成講座や窓口相談など、介護保険の地域支援

事業の中で取り組んでいるところでございます。特に窓口におきまして、家

族の方や民生委員の方などからの御相談に対しましては、御本人さんの権利

擁護の立場から、成年後見人制度の説明も交えながら地域の問題と捉え、地

域でどのように見守っていけるのか検討を重ねているところでございます。

地域とのかかわり合いとしましては、認知症の方の個々の状況に応じ、自治

会長、民生委員、事業所及びケアマネジャー並びに警察、保健所及び役場と
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の地域ケア会議を開催し、認知症の方の見守りなどについて協議をしている

ところでございます。今般の法改正においても地域包括ケアシステムの柱と

して、認知症施策の推進が掲げられております。その中では、認知症の早期

発見に努め、本人や家族への初期支援を行うとともに、地域の実情に応じて

医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や相談事

業などを行うことが検討されているところでございます。 

 ２番目、２点目の御質問についてお答えいたします。町内における特殊詐

欺被害といたしましては、長崎県警察本部によりますと、全国的な増加傾向

と比例して、本県でも本年１月から１０月末までの件数、被害額が、既に平

成２５年度の１年間を上回る最悪のペースで発生をしておりまして、被害件

数９０件、被害総額４億６,０００万と、極めて深刻な状況になっておりま

す。また、時津警察署管内では、同じく本年１０月末までに被害件数１件、

被害額５０万円ということでございます。町内におきましては、平成２５年

度では、金融商品取引等の振り込め詐欺以外の特殊詐欺として、１件の被害

額５０万円で、本年は幸いにも被害は発生していない状況でございます。町

といたしましては、悪質商法被害防止ステッカーの配布や広報誌への相談事

例の紹介、相談先案内の掲載並びにホームページによる情報提供などの啓発

活動や町地域包括支援センターの訪問看護師、民生委員に対する講習会を開

催するなど、警察署を初め、消費生活センター、高齢者関連部局等、関係機

関で情報を共有して被害防止に努めているところでございます。今後も町民

が安全で安心して暮らすことができる町となるよう取り組んでまいりたいと

思っております。以上でございます。 

 失礼しました。３点目がございましたね。済みません。３番目、１点目の

長与町身体障害者福祉協会は、障害者にとってはなくてはならない中核的存

在として必要不可欠だが、町としての見解はという御質問をいただいてます。

長与町の障害者福祉を初め、住民サービスの充実を図る上で、長与町身体障

害者福祉協会においては、障害がある方の考えや意向などを集約して伝えて

いただくと同時に、町の施策を周知するためにも多大な御協力をいただいて

いるところでもございます。今後も御協力をいただきながら、障害者福祉の

充実を図っていきたいというふうに考えております。 

 ２点目の長与町要約筆記グループがあるが、もっと町民に周知し、いろん

な場所で活用してもらうべきではないかというような質問でございますけど

も、障害者手帳申請相談時等、福祉のしおりなどの資料をもとに説明をいた

しまして、周知を図っております。また、ホームページへも掲載をしており

ます。本町では意思疎通支援事業の中で、長与町身体障害者福祉協会へ委託

し、要約筆記が必要な方への派遣を行っております。実績といたしましては、

平成２３年度が２８件、延べ８２名の要約筆記奉仕員を派遣いたしました。

さらに平成２４年度が２２件、延べ８１名を派遣、平成２５年度が１６件、

延べ６９名を派遣しております。また、同じく長与町身体障害者福祉協会へ

委託し、開催している要約筆記奉仕員養成講座へは、毎年二、三名の方が受

講をされておるということでございます。 
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 ３点目の御質問でございますけれども、児童館や公民館等の施設では、障

害がある方も利用できる、つまり多目的トイレは設置されております。また、

町内の公園でもトイレが設置されている６０カ所の公園のうち、そのうち１

４カ所は多目的トイレが設置をされておるところでございます。以上でござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ①につきましては、我々のほうで、教育委員会のほうで外部の方も含めて、

平成２４年７月から検討してまいりました長与町立図書館整備基本計画書を

作成する中で検討してまいりましたので、こちらのほうから回答させていた

だきます。 

 １点目の図書館司書によるビジネス支援の取り組みについて回答いたしま

す。図書館司書によるビジネス支援は、地域の図書館が持つ豊富な情報の蓄

積と、司書によるレファレンスをもとに企業者や経営者への情報の橋渡しの

役割を担うことで、地域における経済活動や中小企業経営者等を支援する新

しい時代の図書館に求められるサービスの一つでございます。現在、新図書

館の建設に伴う基本構想策定におきましても、利用者に対して、調べもの、

探しもの、お手伝いしますよというレファレンスサービスの充実も考えてお

りますので、今後、職員体制の充実並びに研修など、職員の資質の向上につ

いても検討していきたいと考えております。 

 ２点目の４カ月乳幼児健診時のブックスタートについてでございますが、

次世代を担う子供たちへのサービスを充実させることは、新しい図書館の最

も重要な課題の一つであります。近年さまざまな社会情勢の変化に伴い、親

子関係が希薄化するとともに、子育て家庭の孤立化や児童虐待等が深刻化し

ておりますことは御案内のとおりでございます。御指摘のブックスタート事

業は、絵本を介して親子が楽しく時間を分かち合うことで触れ合いを体験し

てもらうとともに、子育て支援に関するさまざまな情報と機会を提供するも

のであり、既に取り組んでいる自治体がございます。本町といたしましても

福祉部門と連携し、実施の方向で検討しながら、健やかな子供の成長を支援

してまいりたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 それでは、再質問に移らせていただきます。今回は新図書館のあり方です

ので、ソフト面、ハード面でちょっと多角的に御質問をしていきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 町長が先日、榎の鼻の新図書館を建設することを表明いたしました。さま

ざまな住民からの御意見があることは御存じだと思います。さきの住民アン

ケートで、住民の７５％が現在の図書館を利用してないという現状でした。

そしてまた、その理由は、駐車場が狭いというのが５７％、それから、場所
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がよくないというのが２３.４％、それから、図書館に行く交通機関の便が

ないというのが２０％でした。このようなことで、やはり新図書館というと

ころで、こういった方たちの意見も多く寄せられてるわけですね。候補地で

ある榎の鼻団地は、傾斜６度がございます。そこで小さな子供や高齢者、車

を持たない弱者と呼ばれる方たちにとっては、歩いて行くためには無理であ

ります。遠方から車で行く方たちは駐車場も広いという意味では的確かなと

いうような形で思いますが、昨日も執行部のほうからもコミュニティバス導

入という形で、計画が今現在、協議中であるということを言われておりまし

た。その点について、再度町長のほうに、この弱者対策ということで、確実

に導入されるものなのか、そういうところをちょっともう一度、確認の意味

でお聞きします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 町民アンケートということをとりまして、今、議員がおっしゃるように、

１,２２７名の回答がありました中で、７５.５％が図書館をほとんど利用し

ないというようなことでございました。その理由としましては、先ほど言い

ましたように、図書館には行きたくないという方々が３３.１％、そして、

その中で、図書館に行きにくいという方の過半数が、駐車場が狭いとの回答

でございました。今現在、図書館を利用されている方は近くの方々で、お年

寄りの方々は行かれると思うんですね。ただ、今回こういう形で、今の現在

の図書館の場所っていうのは、すごく狭隘という、狭いというようなことで

ございまして、なかなか車も利用しづらいというのがあります。駐車場も狭

いというようなことがあります。 

 そこで今、おっしゃるように、広く長与町民どこからでも来られるという

ようなところが施設が欲しいと。広いところが欲しいと。それで、そこの町

図書館としましては、単なる図書室っていう機能だけでなくて、いろんなこ

とを情報を発信できるような生涯学習もできたりとか、それでいろんなもの

ができるような多目的、そういったものもあわせて考えると。そうしますと、

１００台以上のスペースもとれますし、百合野からでも岡郷からも本川内郷

からも来れると。そして、車を使って来られるんでありますけれども、当然

そこには商業施設等々できます。したがいまして、またいろんな家屋も張り

つきます。そうしますと、バスとか、それから、将来的にはコミュニティバ

スというものも考えられます。 

 私はやっぱりこのことを考えるときに一番思いますことは、例えば県庁と

いうのがあるじゃないですか、あそこも坂ですよね。長崎市役所もそうでご

ざいます。それから県立図書館もそうですね。カナリーホールもそうです。

みんなそうです。しかし、それでは高いといって不便ということじゃないで

すね。やっぱり皆さん方、いろんな機関を使って来てると思うんですよ。例

えばそういったことを踏まえて、やはり図書館が情報発信の機能としてどう

なるかということ、そして今おっしゃるように、お年寄りも身障者の方も来
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やすいというのはどういうものであるかということを考えたときに、やはり

広いところであるということ、それから駐車場等々がとれるということです

ね。そういったものを踏まえて、今の現図書館というのが候補地として上が

ってるというようなことでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そうですね、図書館を新図書館になると、現在は１日３００人が利用して

います。そしてまた、新しくなると１,６００人以上が来館するであろうと

いうふうな予測はされてて、やっぱり１００台以上は必要かなというふうに

は思いますね。そのためには弱者対策として駐車場の問題が、障害者でも誰

でもとめられるような、ベビーカー使ってるお母さん方もとめられるような、

やはり屋根つきの車椅子用駐車場というのも二、三台は確保しないといけま

せん。その点で、子供たちの教養と人々の触れ合いの場である図書館は、こ

れはもう本当に財産であり、重要なことだと思います。それで、現在地でそ

れが果たしてできるのか、駐車場の確保ができるのか、そういった面も検討

しながら、今後行かなければなりませんけれども、町長としてはそこの現在

地で駐車場などが確保できるのか、そういった点もあわせてどういうふうな

お考えでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、私、申し上げましたけども、そういったことも踏まえて、皆さん方が、

恐らく新しく施設ができますと、町外からもいらっしゃると思うんですね。

そういった方々を長与町のランドマークとして来やすいと、わかりやすいと

いうようなところだろうと思うんですね。例えば平たん地であればどこでも

いいかというと、そうじゃないですね。やはりここは長与町の役場に隣接し

てます。だから、全てこのあたり一体が一つの長与町の中心街として機能を

発揮できるんじゃないだろうかというようなことが一つあります。 

 それからもう一つは、ちょっとまた関係ないことかもしれませんけども、

長与町にあるいろんな施設っていうのも、これも老朽化していますよね。そ

うすると、強靱化とか、耐震化とか、いろんな形での再配置っていうのも考

えられます。長与町、それから駐車場の問題もきょう出ました。駐車場の問

題も狭いと。狭隘な場所であるということでございますので、そのあたりを

やはり再配置する必要性があるんだろうと思うんですよ。中央公民館も、も

う老朽化してます。そういった方たちの全体を見て、１万平米の土地がすぐ

長与町は脇にあると。川を挟んであるということは、これはもう本当にすば

らしいことなんですね、まとまった土地があると。ここを利用していろんな

ことを考えますと、いろんなことができると思うんですね。例えば社会福祉

協議会とか老人福祉センターとかございますけども、建てかえるとしたとき

に、じゃあ一旦どこにそれを置くのかという問題があります。図書館を今の
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ところにつくる場合に、じゃあどこに建てかえるまで置くかということがご

ざいます。そういったものをつくるだけでも恐らく相当なお金がかかるんで

すね。そういったものを踏まえて、やはり長与町の１０年、１５年、２０年

先を踏まえた再配置、そういったものも頭に入れながらつくっていかなくち

ゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 この件につきましては、私も５０人ぐらい大体、住民の意見をお聞きした

んですね。比較的、若、中年層は榎の鼻がいいかなというような御意見でし

た。そしてまた高齢者の方たちは、やっぱり高台だから、坂があるから現地

がよいのかなというような意見でしたので、でも、百合野地区の方たちは長

崎市の図書館に行っているっていう方たちも結構多かったんですね。だから、

そういった方たちが果たして現新図書館に本当に行ってくれるのか、そうい

うところも検討しながら考えていかなければならないと思います。 

 そしてまた、図書館は人々の夢をかなえるための図書館の役割があります。

それで、現在、全国の３００カ所でビジネス支援の取り組みを行っておりま

す。先ほど教育長からの答弁がありましたように、このビジネス支援は本を

読むだけでなくて、やっぱり人と人の、企業と企業、人と企業のマッチング

をする場所であります。このレファレンスのサービスも考えていって、今後

は支出の問題で検討を向上していかなければならないということもおっしゃ

ってました。これからこのビジネス支援、障害者の方たちが企業の情報をゲ

ットするとか、また若者たちが新しい企業を立ち上げるときにその情報提供

ですね、それから失業した方たちの企業の方たちの相談の窓口っていうこと

がやはり重要だなというふうに思います。これは司書が現在、４人いらっし

ゃいますが、補助員が４人ですかね、これは間違いないですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （帯田由寿君） 

課  長  現在の図書館には司書が４名と、司書補が４名と、館長が１名在籍してお

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 新図書館になりましたら、こういったこのレファレンスサービスなどの支

援も必要となってくるというふうに思いますので、こういったところで司書

の数も仕事量もふえると思うんですね。それで、司書の人数などは増員する

つもりはございますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （帯田由寿君） 
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課  長  今現在、９名でございますが、将来的にはいろいろな形をとっていく、そ

ういうレファレンスサービス的なものも重要視しなくちゃいけないものです

ので、１９名程度、確保できればというふうに計画しております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 １９名程度を確保できればということなので、ぜひ、やはり図書館とハロ

ーワーク、それから社協、障害者団体、学校、公民館など、共同してネット

ワークの構築ができるような形で結んでいただいて、そして図書館司書の方

たちが図書館が活性化となって、図書館司書たちがより活躍できるような形

で取り組んでいただければというふうに思います。 

 それから次に、４カ月乳児健診のブックスタートに移らせていただきます

が、これは前回は、この同じ質問をいたしました。そのとき教育長から、新

図書館ができたら考えるというようなことを答弁をいただきました。先ほど

教育長が言われたように、やはりこのブックスタートは、非常に親御さんた

ちに絵本のすばらしさを教える、そして子供と親御さんたちの人間の密な愛

情を子供たちに提供する。そしてサービスを受けた子供たちは読書好きにな

り、人間関係、親子関係が良好になるということで、非常にそういった研究

結果も出ております。また、図書館祭り講演会では、講師の方たちは、赤ち

ゃんには言葉かけも食事と同じぐらいに大事だというような、絵本は心の栄

養となっているというようなお話もされています。これは新しい図書館がで

きてからでは、多分遅いと思います。今、早急にやはりこのブックスタート

の取り組みを行っていただきたいと思います。長与の宝の子供たちでありま

す。今から生まれてくる子供たちのために、心の魔法のプレゼントを届けま

せんか。いかがですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 いろいろお話を聞きますと、やはりキーワードは触れ合いですよね。子供

が絵本と触れ合う、そして親子が触れ合う、そして人は人を浴びて人となる

という言葉があるわけですから、図書館で集ったそういう人たちが、またほ

かの人と出会うことによって、人は成長していくわけですね。そういう場に

したいというのは根本的にございます。ですから、問題は図書館建設が早く

進めば進むほどブックスタートも早くなるだろうと。決して新図書館ができ

てから同時にとかいう、そこにこだわっておりません。できましたら、現在

だって、もうあそこ耐震でいったら非常に古いですよね。そういうのを含め

て、ぜひこのお話がうまい方向に行けば、同時にブックスタートも早まるの

かなという、そういう見通しを持っておりますけども、これはいろいろな御

意見、議論を通してのことでございますので、いつからということじゃなく

て、やるという方向で先ほど回答しました。それは間違いございません。 

議  長 （山口経正議員） 
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 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 心強い、やるというような回答でしたので、大変うれしく思いますが、し

かし、新図書館、今から、これから待っていたら４年先か５年先か６年先か、

わからないわけですよね。だから、長崎市、時津町、諫早市でももう早急に

始められておりますので、やっぱりいいことは１年も早く実施するほうがい

いんではないかというふうに思いますが、もう一度お聞かせください。町長、

どう思われますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今おっしゃった教育委員会のほうから答弁ありましたように、大変いいこ

とでございますですけども、いろんな要望っていうのはまだほかにたくさん

ございます。その中で、やっぱりこちらも準備をしながらやっていっており

ますので、そのあたりを御理解をいただきたいというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 いろいろな要望はあるということなんですが、要望の中でも子供たちを育

成するためには、これも重大な課題だと思いますので、御検討をお願いいた

します。 

 それでは、認知症患者における対応策に行きます。先ほど認知症の対応策

につきましては、予防教室やサポーター講座などを行っていらっしゃるとい

うことなんですけれども、この認知症対策で地域一丸となって認知症患者の

保護に取り組んでいる自治体がございます。これは福岡県の大牟田市なんで

すけれども、認知症患者の徘回ですね、徘回する認知症患者をスマートフォ

ンで探す愛情ねっとというシステムを構築しております。これは住民の方た

ちがこの愛情ねっとというこのところに登録をいたしまして、徘回をしてい

る方たちの体型とか服装、それから顔写真というものを情報を一斉に流しま

す。それによっていち早く発見をするというものなんですが、それが民生委

員、自治会員、それから役員、警察、学校などが一丸となって早期発見のた

めに取り組んでいるということであります。これはいち早く、認知症の徘回

ということで、やっぱり命の問題ですので、この情報を共有するということ

が大事なんですが、これについてはどういうふうに思われますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  認知症の徘回等につきましては、全国各地でいろんな手法がされておると

ころだと思います。確かに大牟田市のほうでもこういうスマホを使ってとい

うことをやっております。ただ、長与町におきましても、スマホ等の機器は

使わずに、実際、行方不明が出てきた場合は、即座に警察と役所と事業所関
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係も連携して見つかってるというケースも非常に多うございます。ただ、こ

ういう形でＩＣＴを使った形というのも当然想定はされるわけですけども、

そこのところは今後どういう形でできるのか、そこら辺は研究の課題にはな

ってくるかと思っております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そうですね、住民全体で協力し合って、団結して、やっぱりＩＣＴ時代で

すので、そういった情報を流して発信するということも大事かなと思います。

現在、１０４の自治体がこのシステムを導入しています。市民の発見で一命

を取りとめたケースもあります。それから、約７０人が高齢者役になって、

それから住民１,０００人が市から送られてきたメールで探すというような

模擬訓練も実施されているところもあります。前回、本町も４人の徘回者が

いるということで報告をされておりますが、現在はこの徘回者などの報告は

ございますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  現在といいますか、直近では２件ほど行方不明っていうことで連絡がござ

いましたけども、すぐ見つかっております。というのも、すぐ警察に届け出

して、警察からすぐ、手配といったらおかしいですけども、そういう連絡が

行きまして、すぐに見つかったというのが２件ございました。ただ、今後も

そういう可能性が十分ございますので、警察とも緻密に連携して行っていき

たいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 今後、高齢社会になりまして、認知症患者の徘回もふえるものと予想され

ますので、こういったことで模擬訓練をしたり、導入をして、前向きで、い

ただきたいと思います。 

 それから、厚労省が推進する認知症サポーター制度の中のキャラバン・メ

イト養成講座がありますが、これも本町も既に取り入れて、サポーター講座

回数が３２回、メイト数が１４人、サポーター数が９１４人に上っておりま

す。これは町が単独で行ったものでしょうかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  この認知症のサポーター制度っていうのは全国で、今後認知症をサポート

するサポーターを６００万人までふやそうという方向で、国の指導によるも

のでございます。ちなみに、長与町でいきますと、目標は一応２,０００人

ということになっておりますけども、これは４月１日現在の数字しかちょっ
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と私ども持ってないんですけども、サポーター数が８８２人ということにな

っております。今後、サポーター教室講座を随時開催していきまして、この

数をふやしていきたいというふうには考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 ぜひこのサポーター数、メイト数をふやしていただきたいと思うんですね。

このキャラバン・メイト養成講座は２７年３月３１日まで、この養成講座が

あってますので、キャラバン・メイト、町だけではなくて、企業、団体や自

治会役員、そして認知症患者の家族などが対象とされております。それで、

ぜひこのキャラバン・メイト養成のこの講座を実施していただきたいんです

が、目標は２,０００人ということで、年内中には実施される予定でしょう

か。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  認知症のサポーターの養成講座とキャラバン・メイトはちょっと違うと思

うんですけども、現在うちで取り組んでるのが認知症のサポーター養成講座

ということで、各関係団体、企業とか自治会、そういうところからの要請が

あって、現在行ってる状況でございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そのサポーター養成と、またキャラバン・メイトは違いますが、キャラバ

ン・メイトも自治体とか民生委員とかの、これは厚労省が行ってる、推進さ

れてる養成講座ですので、ぜひこれも行っていただきたいと思います。 

 それから、特殊詐欺のことについてお伺いします。特殊詐欺も最近は手法

もいろいろと本当、巧妙になりました。被害額も過去最高の５億円を超えて

おります。最近では、この状況型詐欺ですね、特殊詐欺がふえておりまして、

最近、長崎市でも８０代の女性が２,８５０万円、金融庁の職員を名乗る男

性からだまされて被害に遭っております。そこで、早く、先ほどの答弁にも

ありましたように、家族や周りが気づいて、いかに食いとめるかが大事だと

いうことだと思います。そこで、先ほどの愛情ねっとや百合野が今、導入し

ております、実施してますＩＣＴ機器活用、ああいったものを使いながら、

こういった特殊詐欺などの防止策も検討していかなければならないなという

ふうに思いますが、そこについてもう一度、町長の見解をお聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今おっしゃられましたように、特殊詐欺っていうのがふえてきてるという

ことで、非常に、しかも巧妙になってきてるというようなこともございます
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ので、この前、長与町のほうでもそういった、社会福祉協議会の方たちを中

心に、一つの寸劇等々もやって、啓蒙活動というのを一方でやってるんです

よ。だから、対策も必要ですけども、もう一つは、今度は皆さん方がそれを

知っていただいて、それをまたこういうもんだよということも普及させるこ

とも防災の一つだと思ってるんですね。だから、長与町としましてもそうい

った形で、いろんなところでそういったものの啓蒙活動をともに、一緒にな

ってやっていこうというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 先ほど、そうですね、町長が言われましたように、ホームページにも発信

しております。そして講習会の開催もしておりますけれども、ホームページ

見られない高齢者の方たちもいらっしゃいますので、自治会としてしっかり

と呼びかけをして、説明会などを行っていかないといけないと思うんですね。

これに対して講習会なども、今まで講習会などは行った回数というのは何回

ぐらいありますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （帯田由寿君） 

課  長  私ども、公民館等の講座の中に高齢者学級というのがございます。そちら

の中で９回ほど講座を開設するんですけども、その中でまず、各公民館のほ

うで計画をするんですが、身近な商品でのトラブルに遭わないようにとか、

悪質商法のトラブルと●     について、消費者トラブルからの回避に

ついて、これちょっと若干違うかとも思いますけども、相続税と贈与税とか、

そういう金銭トラブルの防止に努めた講座を高齢者学級という形で、年に１

回は必ず実施をしているとこでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 今までに９回行っているということで、これからも継続してやっていただ

きたいなと思います。 

 それで、近隣の長崎市、時津町と定住自立圏による連携も必要じゃないか

なというふうに思います。やっぱりこういったものは単独じゃなくて、広く

皆さんとともに、一同に定住自立圏によって連携が必要じゃないかというふ

うに思うんですが、そのあたりも未然に防止するためにもいかがお考えでし

ょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 定住自立圏ですね。長崎市、時津町と長与町で現在検討しているところで

ございます。現在いろんなメニュー、出そろったところではございます。実
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際、今おっしゃったような、この件についてはメニューの俎上には上がって

おりません。ただ、いろんな分野で緊密な連携をとっていこうという基本的

なスタンスがございますので、必ずしもメニューにないから取り組まないと

いうことではなくて、こういった情報も共有しながら連携を今後もとってい

きたいと考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 高齢者の認知症、徘回とか特殊詐欺とか、こういったものも、やはり広く

連携をとって未然に防ぐというのが大切じゃないかなというふうに思います

ので、していただきたいと思います。 

 それから、障害者福祉政策についてお伺いいたします。身障者福祉協会は、

現在、老人福祉センターの２階にございます。そして障害者の方が行っても、

個人的な相談する場所がない。スペースが非常に狭いんですね。扉をあけた

ら、もうそこの場所でしかいれない状態で、全く個人的な相談をすることも

できないという、机があるだけで精いっぱいというところなんですけれども、

そういったところで、やっぱり安心して障害者の方たちが個別相談を行う場

所、そして障害者の方たちが皆さんが来て、ともに集える場所というものが

必要かと思うんですが、その点いかがお考えでしょうか、町長。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 障害がある方がいろんなそういった障害等についての御相談をされる場合、

確かに身障協会の会員の方は会のほうで、例会等とかで、現在はそういった

情報交換等含めてされてると思いますし、公的な障害者福祉サービスについ

ては、当然福祉課のほうの窓口で、一人一人それぞれ障害の程度も違います

ので、一人一人に合ったような形でどういうサービスができるかというのを

職員が細かく対応して話を進めながら、そういった相談に乗っている状態で

ございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 福祉課のほうで個別的な相談は乗ってるということなんですが、でも実際、

福祉課のほうも公のスペースで聞くわけですよね。個別的なしっかりとした

対応のスペース、お部屋はないわけですよね。やはりいろんな話したくない

こととか、公にはしたくない、だけど、この身障者協会のほうの皆さんが、

障害者がいるところでやっぱりお話をしたいという方たちもいらっしゃるわ

けなんですよね。そういった方たちのために、ここだけでしか話せないとい

うような人たちはやっぱりいらっしゃるので、個別的なお部屋というのは十

分に必要かなというふうに思うんですね。今、障害者団体のところは各個々

人に結構活動されてるんですね。本来の姿は、こういった身障協会の中に各
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団体が入って、皆さんが集って講演会を行ったり、いろんな形で共有をして

いくということが望ましいんではないかなというふうに思うんですけれども、

これには今現在では資金不足、人手不足、そしてまた場所の手狭ということ

で、非常にやっぱり何か協会のほうもうまく、もっともっと長与町の身体障

害者の方たちにも広がるような取り組みが必要なんじゃないかなというふう

に思いますが、町長、いかが思いますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 長与町の身体障害者福祉協会の方は、本当に皆さん方よくやっていただい

ていると思うんですよ。今回のがんばらんば大会のときも、高円宮妃殿下が

来られて、非常に熱心にごらんになっておったんですけども、長与町でそう

いったものが開けるっていうことは、やっぱりそれだけ皆さん方が認知され

てると思うんですね。長与町まだわずかずつでもあるんですけども、人がふ

えてるんですよね。だから、いろんなものが足らなくなってきてるというの

が現状なんですね。だから、一遍にはこれはできませんけども、そのあたり

は折を見て、きちっとした計画を立ててできるような形でやっていければい

いなというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そうですね。今はもう現会長もですね、本当に多忙に活動されていると思

います。これから、この今後身障者協会も継続してですね、若者たちにやっ

ぱり継続してつないでいかなければならないわけなんですよね。そのために

やはりしっかりと身障者協会のほうも、やっぱりあり方を今後考えていかな

ければならないのかなというふうに思います。コンパクトシティの構想の中

にもこういった障害者の団体というものも、町長はお考えでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 当然、そこはもう考えながらやっていきたいというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 現在、長与町には約４％、２,０４３人の障害者がいらっしゃいます。今

後、やはり拠点場所として、長与町でやっぱり楽しく生きられるようにです

ね、活動できるようにしていただきたいと思います。 

 それから、長与町には要約筆記グループがございますけれども、先ほど言

われましたように、この要約筆記のグループの方たちがいろんな場所で活動

されているということで、周知としては福祉のしおり発行したり、ホームペ

ージで掲載されているっていうことでありました。２３年、２４年、２５年
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ではそれぞれ２０数回ですね、派遣されているということなんですけれども、

やはりこの要約筆記のグループも一部の方たちは御存じだと思います。しか

し、町民の方では、これはやっぱり特別なもので自分たちは呼ぶことはでき

ないのかなというふうな、知られないところもあると思うんですよね。そう

いったことで、やっぱり自治会の集まりとか、例えばお耳が遠い方なんかも

やはり自治会のそういったいろんな団体とか活動場所ですね。その拠点場所

で、気軽に要約筆記の方たちを呼んでいただき、そして、あと、不自由な方

たちもしっかりと書いて、ああ、なるほどとわかるような、そういった取り

組みが行ったら理想的じゃないかなというふうに思いますが、やはり今後、

広報、公告、広聴もですね、幅広く町民にしていただきたいと思いますが、

再度お答えをお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 要約筆記の派遣、奉仕員さんの派遣及び手話通訳さんの派遣等につきまし

ては、当然、そういった障害があって必要な方については、先ほど申しまし

た窓口等の相談時等、細かくしおり等を使って説明をしておりますし、ホー

ムページ等にもどういった、こういう障害がある方についてはこういうサー

ビスがありますとか使えますいうのは当然ホームページにも掲載しておりま

す。ですから、今のところ、周知はほぼ必要な方についてはできてると、福

祉課のほうでは考えております。実際、必要な方で対応できなかった事例も

実績としてございません。全て個人さんの、例えば病院に行かれるとか、Ｐ

ＴＡの関係で学校に行って必要だとか、そういった全て一人一人への対応も

含め、あと、大きな講演会等の団体等からの依頼等につきましても、派遣で

きなかったという事例は現在のところありませんので、周知等については十

分、確かに１００％っていうのは数字で言うとちょっと問題があるかもしれ

ませんけども、必要な方については十分対応できていると考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 必要な方については十分対応できてるというようなお答えですが、実際的

には、この筆記グループの方たちももっともっと住民に知られて、やっぱり

いろんなところでまだ自分たちも行きたいんだというようなお声も聞かれる

わけなんですよね。それで、やはり必要な方だけではなくって、やはり住民

が必要なときに全部、皆さんすぐに行かれるような、さっと出向いて行かれ

るような形でですね、やっぱりもっともっとホームページだけじゃなくって

広報でも、いろんな形で周知が必要なんじゃないかなというふうに思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、公共施設の障害者用のトイレの設置についてお伺いいたします。

現在、町民体育館前の広場に公共トイレができました。私も行ってきました。

そして、今現在、設置されたことはとてもうれしいんですけれども、しかし、
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このトイレの中が非常に汚かったんですね。もうごみだらけで、もう本当に

もう散乱してるんです。もうすごいごみがですね。たばこのかすもありまし

た。そして、もうトイレットペーパーは全然入ってません、中は。もう大変

な、わあ、すごいなと思ってもう見てきたんですけれども、やはりこの障害

者用トイレなんですが、清掃のシルバーセンターの方たちに委託されてとい

うことなんですが、どのような形で清掃は行って、どのくらい行ってるんで

しょうか、月に。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  清掃の不備があったことは、この場をおかりして深くおわび申し上げます。

現在、長与町の公園６０カ所ほどありますけれども、そこの中では先ほど町

長の答弁にあったとおり、１４公園、１６基の障害者用トイレがございます。

一番新しいのが、先ほど言われた、まんてんの横の新しい、町民体育館の前

のトイレでございますけれども、ちょっと清掃の間があき過ぎまして、御迷

惑かけたことも深くまたおわびいたします。 

 現在は清掃の期間の日にちをあけずに行くように指示をしておりますので、

今後はそのようなことがないかと思いますので、今後よろしくお願いいたし

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 はい。了解しました。頻繁にとは言わないですが、定期的にこのようなす

ごいごみが大量にたまっていますのでね、やっぱりそういったところも気を

つけていただきたいなというふうに思います。これは町民のモラルの問題で

もあると思うんですよね。やはり皆さんが清潔にきれいに使うトイレですの

で、やっぱり、例えばトイレの中に、きれいに使っていただきありがとうご

ざいますというような、そういった告知するような紙ですよね、そういった

ものを張っていただくとかですよ、そしたらきれいに使ってるんだったら汚

そうってあんまりこう……。汚かったら、もうそりゃいいやって思って汚す

とかやっぱりなってしまうので、やっぱりそういったところでちょっと配慮

していただくとか、あと、障害者用の女性用のトイレなんかは障害者の人た

ちとか女性は結構荷物が多いんですよね。その分、やっぱりトイレの中にち

ょっとかご、かごっていいますか棚っていうか、ちょっと荷物が置けるよう

な場所も設置していただきたいなというふうにも思います。まあ１００円か

２００円で売ってますので、そういった形で設置できたらなというふうに思

います。 

 それからですね、高齢者の方たちはつえをやっぱりトイレなんか壁に置き

ますよね。そしたら、やっぱりどうしてもばたんと倒れます。その倒れたつ

えを取るために、それでけがをされる高齢者もいらっしゃるという報告があ

ります。そのためにやっぱり、私持ってきたんですが、こういったつえホル



－ 153 －

ダーの転ばぬ杖というような、こういったものがありますので、トイレにぺ

たっと張って、つえをやっぱりさっと置けるような、こういったものがござ

いますので、机にもすぐこう置いて、つえを置くことができます。これはい

ろんな大きい病院とかいろんな役場でも設置されておりますので、ぜひです

ね、この公共施設のトイレとか役場の受付なんかもこういったものを、つえ

ホルダーをぜひ設置していただきたいなと思います。値段も安価で、４００

円から９００円ですね。これはちょっと縦横できるので、２,０００円ぐら

いするんですが、安いものもありますので、ぜひ設置していただきたいなと

いうふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  今の品物は非常にいいかと思って聞いておりました。ちょっと休憩に時間

に入ったら、その物を見せてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 １,０００円のしても、そんなにかからないですから、もしよかったらお

考えください。 

 それからですね、がんばらんば大会のときに、私、総合公園の運動広場で

ちょっと用を足したときにですね、もう真っ暗だったんです、トイレが。そ

れで、夕方なんですけどももう薄暗くて、ああ、どこにこれあるのかなって

感じだったんですね。それで、見えなかったんです。それで、やっぱりそう

いった公共トイレは何時から何時までつくようになってるんですか。スイッ

チはなかったんですけども。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （山口 正君） 

振興課長  公共、体育施設のトイレということでしょうけれども、当然、夏場、冬場、

日没時間がずれてきますけれども、それに合わせて時間セッティングをして

点灯するようにはしてあるんですけれども、議員がおっしゃるような状況で

あれば、ちょっとふぐあいがあったものと思いますので、随時点検をさせて

いただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 やはり冬場とか雨の日なんかは暗くて、やっぱりついてても多分暗いんで

すよね、もう真っ暗なんですよね。だから、ぜひそこのところはお考えにな

っていただきたいと思います。 

 それから、防犯の意味でも、人が来たときに人感センサーですか、それで

人が来たときにぱっと明かりがつきますよね、ああいったものもやっぱり取
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り入れるっていうふうなことも必要じゃないかなっというふうに思いますが、

もう一度いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （山口 正君） 

振興課長  確かにそのような面もあると思いますけれども、不特定多数の方が屋外の

トイレだと使用されるもんですから、防犯の意味も含めてですね、随時点灯

がされててですね、そのほうのほうがよろしいかと考えております。人が来

たときに点灯するというものじゃなくてですよ。随時ですね、夜中までって

いうことじゃないんですけれども、大体施設が１０時ぐらいまでになってお

りますので、そのあと１０分か２０分までは点灯ができるようにと考えてお

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 はい。了解いたしました。常時やっぱり明るい状態でですね、防犯の意味

でも常に電気がつくような形、そしてまた、やはり暗いですので、そこのと

ころもう一回検討なさって、ちょっと明るくですね、中に入っても安心して

利用ができるような形でしていただきたいと思います。 

 それでは、質問を終わらせていただきます。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１５時２０分まで休憩します。 

（休憩１５時０４分～１５時２０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順１０、内村博法議員の①榎の鼻土地購入約束問題について、②新図

書館等の公共施設について、③小・中学校の教育課題についての質問を、同

時に許します。 

 ３番、内村博法議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 皆さん、こんにちは。 

 質問に入る前に、訂正箇所がありますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、①の（５）ですね、（５）の上から４番目の行ですけれども、左側

の、「この予契約は」というふうになってますけども、これ「約」が抜けて

おりまして、「この予約契約」というふうに訂正がたお願いします。それか

ら……。 

（「何ページ」の声あり） 

  ３番 （内村博法議員） 

 これ１１ページですね、今のとこね。１２ページ、③の小・中学校の教育

課題についてということで、（１）の命の教育ですね。ここですね、上から

４行目ですかね、「いのち」って平仮名で書いてありますけれども、それと
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６行も平仮名で書いてありますけれども、これ漢字の「命」に訂正がたよろ

しくお願いいたします。訂正は以上でございます。 

 それでは、早速質問いたします。①榎の鼻土地購入約束問題についてでご

ざいます。榎の鼻土地購入につきましては、さきの９月議会で、平成２３年

８月に組合に対し土地面積約１万平米を５億４,７００万で購入するとの回

答を行ったという答弁がありました。多額の購入金額でかつ議会に相談なし

に決定されており、看過できない重要な問題であります。これは議会軽視、

住民軽視であり、町は当時の詳細経緯について調査し、説明責任を果たすべ

きであります。 

 そこで、次の点を質問いたします。まず、１点目、多額の購入金額であり

ながら、議会への相談や住民への説明が行われなかったのはなぜか。 

 ２点目、土地購入面積は約１万平米となってるが、町としての具体的な購

入目的は何か。 

 ３点目、組合への土地購入回答は前町長名で行われたと聞いておりますが、

これは長与町の正式な意思決定として行われたものと理解してよいか、確認

したい。 

 ４点目、購入金額５億４,７００万の設定根拠は何か。また、長与町開発

行為等指導要領第３３条によれば、町が開発区域内に公共公益施設用地を必

要とするときは、事業主は町長と協議の上、当該用地を取得原価、購入費プ

ラス造成費で町に優先譲渡するという原価譲渡の規定があります。この購入

金額５億４,７００万につきましては、まだ造成工事が着工されてない平成

２３年８月に回答されており、原価譲渡の規定に抵触するのではないかと思

われますが、見解はどうか。 

 ５点目、この約束は法的には土地売買契約であると解せられる余地があり

ます。すなわち、将来において、本契約、土地売買契約を成立させることを

約束する契約、予約契約であると思われます。本契約である土地売買契約は

成立しておりませんが、この予約契約は組合での間では成立していると解さ

れます。 

 そこで、町としてはこの約束について、法的にどのように考えておられる

のか、見解を伺いたいと思います。 

 ②、新図書館等の公共施設についてですが、まず（１）新図書館について

でございます。町長は新図書館の榎の鼻土地選定理由として、１点目、将来

の人口規模５万人を前提に床面積３,０００平米、駐車台数１００台が必要

であり、それに見合う面積が必要。２点目、新図書館の集客機能により商店

街の活性化につながるということなどを上げられました。これに対し、私の

ほうからさきの９月議会で、①の人口規模は厚生労働省の研究機関である国

立社会保障・人口問題研究所によると、長与町は２０４０年には約３万８,

０００人に減少すると予想されているため、５万人の人口規模は全く現実性

がない。２の新図書館の集客機能は中央商店街の活性化につながるとは到底

考えにくい旨申し上げ、この際、榎の鼻土地への建設は撤回し、現在地に図

書館と長与町公民館を合築し、町有地の有効活用を図るべきであると提案い
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たしました。その後、１０月２９日に長与町公民館で開催されました議会報

告会でも、住民より現在地での建設を検討するよう要望が出されました。 

 そこで、このような状況を踏まえ、町長に現在地での新図書館建設の検討

を再度要望し、改めて町長の見解を伺いたいと思います。 

 （２）老人福祉センターについてでございます。本施設のあり方につきま

しては、さきの９月議会で長与町福祉協議会と協議を重ねながら、住民のニ

ーズに応えられる施設になるよう検討を進め、福祉、健康増進、介護等の関

係部局の横の連携も含めた施設づくりを含めて検討していきたいという答弁

がされました。方向としては、大変評価しております。２０２５年問題が間

もなく到来しますが、本センターはまさに、福祉、健康増進、介護の中核的

役割を担う施設として重要性が増してきます。また、高齢者や住民が誰でも

気軽にいつでも行けるような交流の場としての機能や、あわせて周辺の商店

街の活性化につながるなどの機能を持った施設を検討する必要があります。 

 そこで、このような老人福祉センターの重要性、並びに建物老朽化の進行

に鑑み、早急に具体的な設計を検討し、早期建てかえを実施すべきと考えま

すが、町長の見解を伺いたいと思います。 

 ③、小・中学校の教育課題につきましてでございます。（１）命の教育に

ついてでございます。ことし４月、佐世保市で女子高生が同級生の女性を殺

害する事件が起きました。事件の内容は余りにも凄惨であったため、世間の

大きな関心を集め、社会問題となりました。長崎県ではこれまでも児童生徒

による殺人事件があり、県全体で命の教育に取り組んできたわけですが、今

回の事件が起きたことで、改めて命の教育が問われてる状況にあります。 

 そこで、次の点について質問いたします。（イ）命の教育について、これ

までの長与町の小・中学校における実施状況と課題を伺いたいと思います。

（ロ）今回の佐世保市の事件を機に、町としては今後どのように対応される

のか、伺いたいと思います。 

 （２）、土曜授業導入についてでございます。土曜授業導入は昨年１１月

の文部科学省の省令で、各教諭が必要と認める場合は実施できると要件が緩

和されました。さきの９月長崎県議会では、土曜授業導入については、県は

年内にも基本的な考え方をまとめた指針をつくり、市町村が検討できるよう

にすることを明らかにしました。 

 そこで、長与町としては、この土曜授業についてどのように対応されるの

か。また、その課題について伺いたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、内村議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

３番目の質問につきましては、所管をいたしております教育委員会から回答

をいたしますので、私のほうからはそのほかの質問についてお答えをさせて

いただきたいと思ってます。 
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 １番目、１点目の議会への相談や住民への説明が行われなかったのはなぜ

かとの質問でございますが、本年６月、９月の議会答弁のとおり、組合から

の要望としての面積、金額等の提示があっておりますが、金額、面積、期間

についてはまだ決まっておらず、このような状況で議会等に御説明できるも

のがなく、現在に至っておるところでございます。 

 また、議員御質問の１万平方メートルを５億４,７００万円で購入すると

の回答を行ったとのことですが、９月議会の答弁の際にも申し上げましたと

おり、金額、面積、期間については今後の協議事項としての回答でございま

す。 

 ２点目の御質問について、具体的な利用目的としては、現在、図書館建設

について検討を行っているところでございます。 

 ３点目の御質問についてお答えをいたします。組合からの要望書には確か

に公益用地の件も含めまして３点ございました。１つは都市計画道路西高田

線の公共施設管理者負担金について、２つ目は公益用地の件、３つ目は上下

水道に係る負担金であり、２つ目の公益用地につきましては、先ほどから申

し上げておりますとおり、金額、面積、期間については今後の協議事項とい

う条件つきで正式な意思決定として行われたものと理解をしていただいてい

ると考えております。 

 ４点目の御質問についてお答えいたします。購入金額の設定根拠でござい

ますが、これは組合側からの保留地としての提示金額であり、設定単価とい

たしましては区画整理事業の資金計画の中で計算された保留地の単価でござ

います。また、２点目の長与町開発行為等指導要綱第３３条の件でございま

すが、区画整理事業の保留地とは従前に土地があったわけではなく、新たに

生み出された宅地のことで、事前に購入する土地が存在いたしません。また、

組合側で資金計画を立てる際には、区画整理事業を完成させるまでの造成費

等が算出され、その金額の総額が保留地処分金などの総額となりますので、

工事が着工される前でも資金計画を立てた時点で換地計画が立てられ、その

中で保留地単価は算出できるわけでございます。保留地の位置で多少の変動

は生じますが、工事着工前でも後でもその位置での単価の大きな変動はあり

ませんので、造成工事の前でも単価の提示は可能であると考えます。また、

この保留地処分金は区画整理事業の全ての事業費をこの保留地処分金で賄う

ことになっておりまして、区画整理事業の事業主が保留地を売却して、利益

を得ることができません。したがいまして、保留地の積算こそが取得原価で

あることから、原価譲渡の規定に当たり抵触していないと考えております。 

 ５点目の御質問についてお答えをいたします。土地売買予約契約であると

解される余地があるとのことですが、地方財務・実務提要の中には、予算措

置をせずに用地買収の交渉、額の決定をすることの可否についての解釈があ

り、その中では契約の締結手続をしない限り、買収の交渉及び買収価格の決

定を事実上行うことは差し支えないとの回答があり、法的には問題がないと

考えております。 

 大きな②でございます。２番目の１点目の御質問についてお答えをいたし
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ます。図書館の規模及び中央商店街活性化への効果という２つの観点により、

新図書館の建設予定地に対して懸念されているとの御指摘でございます。こ

れまでにも御答弁申し上げてまいりましたが、新図書館の建設予定地の選定

につきましては、総合開発審議会及びその専門部会である長与町コンパクト

シティ構想推進委員会にて詳細に検討をしていただき、答申の中で絞られた

２カ所の候補地の中から、アクセスと利便性の確保、想定される図書機能に

必要な用地確保の見通し、本町の中核施設としての周辺環境・地理的条件な

どを総合的に勘案し、榎の鼻土地区画整理事業地内の保留地への建設を決定

したものでございます。そこで、１つ目の観点、図書館の規模でございます。

本年７月に取りまとめていただきました長与町立図書館整備基本計画書の中

に、日本図書協会が示す人口による図書館規模の基準値が示してありますが、

延べ床面積、蔵書冊数のいずれもが、現在人口のまま推移したとしても決し

て過大なものとはなっていないと考えております。新図書館の最終的な規模

や機能につきましては、現在、長与町図書館基本構想策定委員会にて検討し

ていただいており、そこでの議論を踏まえて今後は決定していくことになる

ものと考えております。次に、２つ目の観点、新図書館の集客機能が中央商

店街の活性化につながらないとの御指摘ですが、榎の鼻地区での図書館整備

が直接的に中央商店街活性化に左右するとは考えにくいのは御指摘のとおり

でございます。長与町コンパクトシティ構想では、新図書館の整備により中

心市街地活性化を図るべきとし、あわせて新図書館・公益系施設・商業施設

の進出により誕生する榎の鼻地区の市街地と既存の中央商店街との共存・共

栄の必要性を強調しています。さらに、その手法として、空き店舗対策、中

央商店街と町内各地域を結ぶ公共交通、駐車場・交流スペースの確保などを

示しております。私も、公共施設の再配置や公共交通等の観点を含めた総合

的、広域的な取り組みにより中心市街地の活性化を図り、あわせてその核と

なるべき中央商店街の振興に努めていくことが必要とされ、かつ効果的であ

ると考えております。機能的で利便性が高い図書館をつくることはもちろん

ですが、新図書館を新たなまちづくりのシンボルとして、中央商店街のみな

らず本町全域が活気づくような総合的なまちづくりに努めてまいりたいと考

えております。 

 ２点目の老人福祉センターにつきましては、９月の議会における内村議員

の質問の回答と同様となりますが、老朽化が進む中において、所有する長与

町社会福祉協議会と福祉・健康増進・介護等の関係部局とともに協議を重ね

ながら、関連制度・計画等に沿った住民ニーズに応えられる施設となるよう

検討を進めていきたいと考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ③小・中学校の教育課題について、１番のイの命の教育について、本町の

状況と課題について回答いたします。 

 本町では、生命のとうとさや個人の尊厳を重んじることを基調とするとい
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うことを教育方針に掲げて、命の教育を推進しております。命の大切さにつ

きましては、学校のあらゆる教育活動の中で取り組んでいるところでござい

ます。特に、道徳の時間には、生命がかけがえのないものであることを知り、

自他の生命を尊重することを重点項目として掲げ、発達段階に応じた小・中

全ての学年で指導をしております。例えば、生活科や理科の学習では、動植

物を飼ったり育てたりする活動や生物・人の学習をする中で、生き物や人の

命を慈しみ、大切にしようとする心情を育んでおります。また、長与の子の

心を見詰める教育週間においては、生きることや命をテーマにしたさまざま

な取り組みを行ったり、地域の方々と触れ合ったりすることで、命の大切さ、

ともに生きる喜びなどを実感させるようにしております。そのほか、人権集

会や平和集会の中で、常に命の大切さについての指導を行っております。こ

のような取り組みを通して、子供たちには生命を尊重し、他を思いやる心が

育ってきてるように思います。特に、人と人とのつながりの基本であります

挨拶につきましては、地域の皆様のおかげでしっかりできるようになったと

実感しており、感謝しているところでございます。ただ、いじめなどのよう

に、人権を侵害するような事案はいまだにゼロにすることはできておらず、

今後の課題となっております。命の尊厳につながるものであり、継続して取

り組んでいかなければならないと考えているところでございます。 

 次、佐世保市の事件を機に、今後の取り組みでございますが、佐世保市の

事件につきましては現在検証が行われているところであり、その結果をもと

に全県的に具体的な取り組みがなされるものと思います。そういう中、本町

では子供をしっかり見詰めることに力を入れております。子供の心のうちを

知ることは本当に難しいことですが、日々の何げない会話や観察、日記、面

談、心のアンケートなど、さまざまな手だてを駆使して意図的に子供の心を

つかみ、それを全教職員で共有して指導に当たっていただいております。特

に教職員一人一人が、子供の小さな変化に気づく感性を磨こうというところ

に力を入れてお願いしてるところです。また、子供には自尊感情を育むこと

が大切であり、一人一人の子供の居場所づくりに取り組んでもらっています。

自分がほかの人から認められている、頼りにされている、学校に自分の居場

所があるっというこの思いは、自分だけでなく他を大切にする気持ちが育つ

とともに、学校生活に安心感を持つことができると考えるからでございます。

命はかけがいのないものであること、この世に二つとない、一度なくしたら

決して取り戻せないものであること、などについて繰り返し指導しておりま

すが、今後ともあらゆる教育活動の中で継続して取り組んでまいります。ま

た、福祉課など関係各課、民生児童委員、保護司、福祉事務所、こども・女

性・障害者支援センター、医療機関など、あらゆる機関との連携を強めてま

いります。 

 （２）の土曜授業の導入について、回答いたします。昨年の１１月２９日

に、関係法が一部改正され、従来までできなかった土曜授業が実施可能とな

ったことは、議員御指摘のとおりでございます。土曜日をどう過ごすかは、

子供の豊かな心や確かな学力、健やかな体の成長に大きな影響を与えるもの
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であることは言うまでもございません。この土曜日の教育活動は、誰が呼び

かけて、何を行うかで、大きくは２つに分かれます。昨日の繰り返しになり

ますけども、その一つは土曜授業で、学校が主体となって土曜日を活用して、

全校児童生徒を対象に正規の教育課程内の活動を行うものです。その際、児

童生徒の代休日は設けません。もう一つは、土曜学習で、学校以外のものが

主体となって、希望者を対象に教育課程外の学習を行うものです。土曜日の

過ごし方については、ほかの県で先行して実施している事例がございますが、

いずれも学期に一、二回、多くても月一、二回程度のようでございます。い

ずれにしましても、現在、県において、文科省の考えをもとに土曜授業や土

曜学習のあり方やそれに伴う教職員の勤務時間の割り振り等を検討していま

すので、その結果を待って、慎重に検討してまいります。 

 今後の課題としては、現在、ほとんどの土曜日に部活動やスポーツ教室な

どを多くの子供たちが行っていますが、これらとの調整をどうするかという

こと、また、週５日制になれきってしまってる子供の負担をどう考えていく

かいうこと。そして、また週５日制の移行をするときに、大義名分の一つで

ありました家族の団らん・きずなづくり、これをどう説明するかなどが課題

として残っております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 まずですね、榎の鼻土地購入約束問題なんですけども、私が問うてるのは、

まず（１）の多額の購入金額でありながら、議会への相談や住民への説明を

行われなかったんですよね、平成２０年８月に。これは町長の時代じゃない

んですけども、前町長の時代だったんですけど、なぜこのときに議会や住民

に相談しなかったのかというのを問うてるわけですね、１番目は。そこを知

りたいわけですよ。すぐ答弁お願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 その件については、以前も答弁したかと思います。あくまで議会には契約

を締結をして、それで金額、面積等と所要の事項が固まったら、当然、議会

には契約の議案を出して、当然予算も出さざるを得ません。ですから、この

段階では、まだ金額、面積、期間等、今後協議をするという段階でございま

す。契約ができてないんですから、ただ、二元代表制のもとにおきましては、

町長の執行権、裁量権、最終的には議会の議決権ということになるかと思い

ますけども。ですから、このときに何で議会に相談しなかったかということ

は、議会にはあくまで契約について、当然議会の議決が必要になりますので、

その時点では契約をまだ締結しておりませんので、議会には御提案してなか

ったということでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 
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  ３番 （内村博法議員） 

 それもちょっと回答おかしいんですよ。この当時、もう既に具体的な金額

５億４,７００万回答しとるんじゃないですか。これ明らかなあれですよ、

もうこれで承諾してるわけですよ。ただ、後日、協議しますという条項はあ

りますけれども、もう大方の、ここにはちょっと触れてませんけども、支払

い条件まで回答されとんですよ。もう契約条件の主な部分をこれ回答されと

んです、この１年で。そうすると、やっぱりこれ、議会をないがしろにした

回答じゃないですか、はっきり５億４,７００万で回答しとるわけですから。

だから、そこを今問うてるわけですよ。そしたらね、そういうならば、５億

４,７００万、なぜ回答したのかと、逆の質問で。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 この今の、これは（４）のところでありましたような原価譲渡云々ってこ

とで、区画整理っていうのは事前に事業計画資金、計画云々で、ある一定の

金額は出るということで答弁しております。その金額で回答しておりますけ

ども、それは最終の契約金額ではないと。今後、協議するということで条件

をつけて回答を出してるわけですから。先ほどから言いますように、契約と

して成立してないわけですね。してないやつを議会に提案するということは、

逆に議会に対して失礼じゃないかなと私は思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 ５のね、だからこそ私はこの５の公的な契約予約のことを持ち出しとるわ

けですよ。これ、今、副町長が言われるように、何も契約は成立してません

よということですよね。そしたらね、これ相手方に失礼ですよ。相手方はね、

この５億４,７００万という回答をもらっとるわけですよね。恐らく回答出

せっていうのは、向こうから言ってきたのかわかりませんよ、文書で出せと

向こうから。向こうは信頼して、町のね、信頼してるはずなんですよ。今さ

ら、契約は何も成立してませんと言ったら怒りますよ、相手方は。多分怒る

と思いますよ。だからね、私は法律的な構成としては予約契約だと、当時の

組合とのね。それがね、契約が成立してないとなると踏んだり蹴ったりです

よ、相手方は。組合にとって、失礼ですよ。どうなんですかね、そこは。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 反問になるかもしれませんが、内村議員は６月議会でこの件について、私

は違法とは思っておりませんと明確におっしゃってます。それが、この法的

に言って、逆にっておっしゃる根拠は何でしょう。 

議  長 （山口経正議員） 

 ちょっとしばらくお待ちください。 
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（休憩１５時５１分～１５時５２分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 反問って言うんですか。 

 ６月議会で、質問の中で、ちょっともうきっちり読みます。これは、きの

う同僚議員は違法ではないかということで指摘を受けたんですけど、私は違

法とは思っておりませんと、明確に我々のことをおっしゃってます。それが、

今回法的に云々ということになったということについて、その背景っていい

ますか、何かをちょっと教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 反問を許可します。 

 そしたら、内村議員。お答えください。 

  ３番 （内村博法議員） 

 ６月はね、６月時点ではこの金額が回答されなかったんですよ。９月議会

で初めて、この５億４,７００万っていうのを回答いただいたんですよ。そ

れで、私もこれびっくりしたんです。９月議会で初めて出てきたんですよ、

この５億４,７００万が。それと支払い条件が。それで、私はびっくりした

んです。こんな大きな取引がね、議会にないしょで行われてたと。もうまさ

にびっくりしたわけですよ。そのときは時間がなかったからね、まああれな

んですけど、改めて今問うてるわけです。それは御理解ください。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長、今の答弁でよろしいですか。 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 そのときはそこまで出てなかったですかね。私はそのとき出たんじゃ……。

１万平米とかなんとか出てなかったですか。多分、ここにあったように、同

僚議員から云々というところで、私はその答弁をしとったんじゃなかったか

なと思っておるんですが、逆にそのときに違法じゃないかっていうことで、

私、突っ込まれたので、よく覚えてるんですけども。金額的なのは９月です

かね。そしたら、そういうことであれば、その金額云々っていうことである

んであれば、わかりました。 

議  長 （山口経正議員） 

 では、通常の質問に戻ります。 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 
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 ちょっとさっきのほうの、６月議会じゃない。確かに金額は出てなかった

んですね。今後、具体的なのを協議をしていくと。それだけだったら違法性

が私はないと思ったんです。そのときに、６月にね、同僚議員が違法じゃな

いかとね。私は、それに対して違法ではないと。だから、そのときはまだ具

体的な金額も出てないし、今後協議するっていう程度のことだったんです。

だから、その程度であれば、まだ違法性はないなと思ったんですね。だから、

違法性はないということで言ったまでです。まあ、ちょっとこれ補足ですよ

ね。ところが、９月議会になって、この５億４,７００万ですか、初めて回

答されたんですよ、支払い条件まで、９月議会で。だから、その前は、そり

ゃもう全然なかったんですね。だから、私自身の感想としては、６月時点で

はまだ協議中だとね、大きなところはねと思って、違法性はないんだとこう

いう判断したんですよ。まあそういう事情です、はい。 

 あ、どうぞ。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 ６月議会では出てなかったかもしれませんけど、もっと前の議会でこの回

答書、２３年８月云々というのを多分議会で、皆さんの質問の中で金額も多

分答弁しておるはずです。これは、私が建設部長当時に……。 

（「２４年１２月」の声あり） 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 はい。 

（「２４年１２月」の声あり） 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 そのときに、それ今言うような、多分答弁したけん、先ほどの私が反問し

たっちゅうことに対して、なかったとか言うのちょっとこう。ただ、金額の

多寡にかかわらず、契約云々というのがですよ、金額が少ないから住民無視

だ、多いから云々というのもちょっとそこは、私とすれば疑問が残るところ

なんですけども、ただ一つ言っときますけども、契約の成立につきましては、

以前、内村議員もおっしゃったように、口頭でも成立します。それはもう議

員のおっしゃるとおりです。ただ、私がちょっといろいろ調べてみますと、

こういうような不動産、高額なものについては最終的には双方契約書を交わ

すまでは契約の成立とみなさないという、そういうふうな判例があってるい

うのをちょっと調べておりますので、ですから、まだ契約もしてない段階で

議会にかけるっていうことが、いいのかどうかというそこら辺がありますも

んで、前も言ったと思うんですが、契約したら当然議会にかけます。予算も

お願いしますということで、答弁させていただいたんじゃなかと思っており

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 
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 確かにね、正式契約は、私も９月議会だったか６月議会でしたかね、地方

自治法とそれから会計法、この規定があるんですよ。正式に記名、捺印しな

いと、お互いに契約書つくってね、契約が成立しませんよとうたっとるわけ

ですよね。だから、本契約はまだ成立してないんです。これはもう私も一般

質問書に書いてあるとおりなんです。しかし、先ほどこれここに書いとるよ

うに、法的には予約契約は成立してるんじゃないかなと。予約契約っていう

のは、婚姻予約ってあるでしょう。婚約、通称ね。将来の結婚を約束して、

婚姻を約束すると。それと同じですよ。ここで言ってる、私が法律的に言っ

てるのは。なぜ、こういう構成とったかっちゅうと、先ほど言ったように、

全く契約が成立していなかった。成立してないとなれば、この約束は何だっ

たか。相手方はこれ怒りますよ、これ。そういうことで、この法律構成をと

ったわけです。きょうの回答では、契約はこれ成立してないんでしょうとい

う正式回答なんですね。で、何もない、うん、何もなかったと、この当時の

やつは。法律的には何もないと、こういうことでしょう。確認しますけど、

それでいいんですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 私が言ってるのは、正式な契約は成立してないということです。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 だから、それは正式な契約は成立してない。それ、もうお互いにわかりま

すから。私も、過去営業をやって、営業の経験があるもんですから、官公庁

にね。私たちの営業のマニュアルっていうのは正式契約しないと、正式契約

は会計法、それから、地方自治法によって、正式じゃないというのは書いて

あるわけですね。それがちょっと頭にあるもんだから、申し上げたわけです

よ。 

 それで、次の質問に入らせて。 

 町長は、この約束はいつ認識されました。いつ、もう町長になられて。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 たしか、私が町長になりました５月にですね、所管を呼んで、いろんなこ

と話をしますよね。その中で、私は耳にしたと思います。 

（「５月より●     」の声あり） 

町  長 （吉田愼一君） 

 ５月に。いや、はっきりは認識はしてませんよ、まだなったばっかりで。

でも、それは所管からいろんな話聞くじゃないですか、なったばっかりで。

その中で出てたと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 それで、町長はこの約束、また後で触れますけども、わかりました。一応

認識はヒアリングのときにお気づきになられたと、こういうことですね。 

 次、購入目的なんですよね、購入目的。当時の購入目的を聞いてるわけで

すよね。前、同僚議員が２５年の３月に、目的がないのであれば、用地を取

得する必要ないのではないかという質問に対して、副町長は、組合設立から

申し合わせがあっていると。そして、用地を取得する必要がないとなると、

組合の存続にかかわってくるので購入予定となったと。こういう回答されと

るんですよね。これはお認めになられますよね。だから、そうするとね、目

的がない、当時ね。当時、この前町長時代ですよ。そこを、今、問うてるわ

けですね。今の時点じゃないですよ、前町長時代のことをこの約束問題とし

て取り上げとるわけですよね。そのときに、購入目的はない、もちろん事業

計画もない、事業計画もなかったですよ。なかったんですね。そうするとで

すね、事業計画がない土地の購入っていうのは、これ許されないんですよ。

これもう、皆さんもう行政のプロだからわかると思いますけど、これを度外

視して、事業計画がないのに土地の購入を約束したと。ここが問題なんです。

だから、これはやっぱり執行権の逸脱ですよ、これ。越権行為です、これは。

事業計画がないのに購入を約束したと、ですよね。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 これはですね、この区画整理の始まりの段階からちょっとせないかんので

すけども、当然これだけの大きなまちづくり、役場の隣接であります。そこ

に公共施設用地、当時はいろいろ、あの時点でまだはっきりしてない、何を

つくる云々っていうの決まってなかったもんですから、生涯学習センターだ

とか給食センターだとかいろんなのがありました。そういう意味で、この大

きなまちづくりの中に公共用地がないということは、町全体のまちづくりと

いう観点からそれだけの公共施設があってもしかるべきじゃないのかなと私

は思うんですけども。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 それは、副町長のそりゃ希望ですよ。ただ、実際に土地を買うとなれば、

事業計画がないといかんわけですね、手続的には。だから、これを私は問う

てるわけです、今。この当時、２３年８月の当時にね。だから、前町長のこ

とですよ、これ今問うてるのは、約束問題というの。だから、これを私は取

り上げてるわけですよ。だから、その状態っていうのまだずっと続いとるわ

けですね。さっき、この私の３番目の質問なんですけども、これ長与町の正

式な意思決定なのかということでお聞きしました。長与町の意思決定である

と言われたんですよね。そうすると、前町長の単独行為じゃないわけですよ
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ね。だから、町長がかわろうが、この意思決定は今もずっと続いとるわけで

すよね。取り消さない限り、相手方にこの回答を。だから、今も問題視しと

るわけですよ。これが、前、取り消されているんならいいですよ。まだ、何

もしてないんでしょう、このとおりだったんでしょう。確認しますけど。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （鈴木典秀君） 

 はい。議員がおっしゃるとおりでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 だからこそ、この問題を取り上げているわけですよね。一応、それ大前提

に置いてください。だから、さっきの回答いただいてちょっと不思議に、私

もちょっとだけ回答された。ちょっと趣旨が違うんじゃないかなと思って、

再度お尋ねいたしました。 

 それで、あと金額の根拠なんですけどね、私も営業して、もちろん民間の

会社にいて土木工事とかそういった、実際に実務は経験したことないんです

けども、この保留地の単価ですかね。これは多分恐らく、私の予想では土木

工事の積算資料のデータを積算されたんじゃないかなと思ってましてね。だ

から、そうだろうと思うんですけども、いかがですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  工事費の算出については、土木工事標準書に基づいた積算書でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 それで、この価格の根拠も一応長々としゃべられましたんですけれども、

要は、この国土交通省のいわゆる土木工事の積算データを積み上げられてこ

ういう金額になったと。恐らくそうだと思います。この当時はまだ工事が入

ってなかったから、その積算資料を使いましょうということだったんじゃな

いかなと思うんですよね、恐らく。それで積算されて、この金額になったん

じゃないか。多少、面積が違いがあるから、そのあたりを修正して、この金

額の、組合との金額の差が出てきたんじゃないかなと思うんですよね。それ

で、とりあえずそういう積算をされたということで理解してよろしいんでし

ょう。どうですかね。理解、そのような理解でよろしいんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  はい。それで構わないと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 それで、そうすると、この原価譲渡の規定があるわけですね。この指導要

領の中にね。私は、そういうことであれば、この恐らく原価は規定だから、

原価譲渡だから組合から粗利をオンして、申し入れがあったのかどうか。そ

れはないんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  単価については、当然、先ほど議員さんが言われてる原価譲渡の話でござ

いますけれども、購入費と造成費、この分が原価譲渡で町のほうは見取りな

さいというところなんですが、今回の保留地の場合は、総事業費、要は全体

の総事業費と、あと、保留地の面積で割った金額が平均の保留地の単価でご

ざいます。これとさほどない金額で提示があってます。ただ、普通の民間の

開発でいけば宅地造成をします。そして、そこに坪２０万とか、そういう金

額が入ってくるんですけれども、それとは区画の整理の場合はもう全然問題

で、そこの中には業者の利益分は入ってないのが今回、区画整理の場合の保

留地の単価でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 そうすると余り時間もないんで、要するに今の回答をまとめますと、これ

を、指導要綱を原価に準じて、今回、こういう積算をしたと。当然、造成工

事を行われてない時期ですから、それもやむを得ないかなと、そういう国交

省の土木工事の積算データを使うっちゅうのはね。それは、だからそういう

ことで理解をいたします、ここの価格設定とそれからこの指導要綱の、私は

抵触するんじゃないかなと思ってたんですけどね、これはそういうことで理

解いたします。 

 先ほどですね、ちょっと私も気にかかるんですけども、これも見解の相違

かもしれません。契約が成立してない。私は少なくとも、相手方にとっては

予約契約っていうのは成立してるんじゃないかなと。そうしないと、相手方

はこれもう踏んだり蹴ったりじゃないかなと。契約が成立してないとなれば、

予約契約がね、本契約はできてないですよ。だから、その当時、議会が議決

したら正式契約しますよという話が持たれたのかどうか、ですね。いや、も

う議決は得られなかった場合でもいいですよと、もう別にそれはもうやむを

得ないことだという話し合いが持たれたのかどうか、そのあたりの詳細がね、

もし把握されとったらちょっと教えていただけませんか。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  町のほうから組合のほうに回答書を出してはございますけれども、そこの
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中の話の中で、当然、そのときにもしかるべきに債務負担行為等を上げ、議

会の承認を得なければならないということは、議会の承認がなければこの契

約は成立しないよというのは、組合のほうも御理解されてるのではないかな

と思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 わかりました。それで、支払い条件が平成２６年か２８年ということで回

答されとんですよね。そうすると、引き渡し時期はいつで想定されとったの

か、その当時ですね。もしおわかりでしたら教えていただけませんか。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  その当時の話の中には、引き渡しっていうのは明記はされてございません。

ただ、通常の不動産売買で考えると、引き渡しを受けて金額を支払うという

のが常でございますので、引き渡しがあって支払いという形になろうかとご

ざいます。だから、引き渡しの期日は指定はしてございません。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 そうするとですね、平成２６年から２８年っていう具体的な支払い時期が

出てきたっていうのは何か理由があるんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  その時期については、一番最初の組合のほうから町のほうに要望書が出て

ございます。その中に、２６、２７、２８という年度が記載されてるだけで、

多分この記載の２６、２７、２８っていうのはそこの造成工事が進捗して終

わる時点あたりがこの時期ではないかなっちゅうた形で、この３カ年の記載

があったものかと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 そうすると、２６年を予想しとったと、こういうことですね。そうすると、

後払いということですよね、町にとってはね。前払いじゃなくってね、どう。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  先ほども答弁したとおり、土地の引き渡しがあってお金を支払いますよっ

ていうのが常でございますので、後払いっちゃいえば後払いなのか知れない

ですけども、同時っていう形、不動産の売買は同時っていう形になろうかと
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思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 わかりました。それで、あと、やっぱりこういう契約を結ぶとき、先ほど

も契約になるんですけど、約束ですね。これは組合と５億、これ申し入れ、

回答したわけですけど、やっぱりこんな大きな金額なると覚書とか念書とか、

議事録とかね、ないとおかしいんですよね。そういうのはあるんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩１６時１３分～１６時１４分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  議事録といいますか、要望書の中で３点、公共管理者負担金と上下水道の

負担金も、それと保留地の件は３点の要望があっております。これの公共管

理者負担金、要は西高田線の話と上下水道の分については、各課のほうでも

う協議をしております。ただ、先ほどから言われてる保留地に関しては、期

間も単価も金額も、今後の協議っていう形の回答しかないんで、そこで協議

すべきものっていうのがございませんで、当然、内部の協議っていうのは当

然あったかと思います。ただ、それが文書で残るっていうところまではいっ

てないんで、そのようなものはないと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 じゃあ、ないということで理解します。 

 次にですね、新図書館、あんまり時間がないんで、ただ町長と私の見解は

違うんでね、まあ今までもやりとりしてましたから、これについてはもう同

じことを繰り返すのみでありますんで、多くは語りませんけれども、やはり

この前の議会報告会でもやっぱり住民そういう要望が出されたんですよね。

だから、やはりそういうことを丁寧に住民の意見を吸い上げていかないと、

図書館建設がポシャったりした町がありますよね。そういう今までも同僚議

員がいろいろそういう、るるそういう事例を言われたんですけれども、やっ

ぱりそういうようにならないようにしていかないといかんだろうと思います。

新図書館については、まあ私は私の立場で、町長に強くね、強く今の現在地

を検討していただきたいという要望をして、この図書館については終わりま

す。 

 あとですね、この老人福祉センターですけどね、これは、２０２５年問題

を考えると、私も団塊の世代ですけども、あと１０年たったら７５歳なるん

ですね、後期高齢者に。町長も私と年齢が近いからそうでしょう。そうなる
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と、やっぱりね、もうこれから大介護の時代が来るわけですよね。１人だけ

面倒見ればいいっていう時代じゃないんですよ。実の親も面倒見らないとい

かん、義理の親も面倒見らないかん。いわゆる多重介護ですかね。介護者は

物すごく大変になってくるんですよ。介護されるほうも大変だと思いますが

ね。だから、これはもう非常にこれから介護サポーターとかね、それから認

知サポーターとか、こういう人たちを上手に育成していかないといかんわけ

ですよね。だから、そのためのやっぱり拠点にもなるわけですよ。なり得る

わけですよね。したがって、早いことやっぱりこれを建てかえを実施してい

かんといかんと思いますよ。だから、町長、いつごろこれ建てかえしますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員おっしゃったように老人の介護の問題、これは大変重要問題でご

ざいます。きょうも地域包括ケアの話が出ましたけども、私もそういうふう

に思っております。長与町はですね、今現在も少しずつでも人がふえていっ

てるんですね。だから、施設の場所とか広さとか足らないのが現状でござい

ます。この榎の鼻というのも一つ考えておりますのは、そういったものも含

まれての再配置をしていかないと、長与町も対応できないわけですよね。だ

から、私はそういったもの踏まえて、例えば老人福祉センターも、今おっし

ゃるように１０年後、１５年後、そういったものを見たときに、じゃあ、ど

こにそれをつくるかというようなこともございます。そういったものを見た

ときに、そしてまた、あそこの場所でいいのかどうか、あそこは商業地でも

ありますよね。その場所でいいのかどうかというのもあります。そういった

ものを勘案しながらいきますと、長与町はまとまった土地がないと何とも前

に進めて行きづらい部分がございます。狭隘でございます。そういったもの

を踏まえながら、長与町の老人ケアの問題も含めて、やはり考えていただく

しかない。そして、公民館の問題もあります。そういったもの踏まえてです

ね、老朽化、強靱化の問題もあります。そういったものを再配置を踏まえた

上での町の計画というものを立てていくと、そういったことで前回も御答弁

申し上げたと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今ね、新図書館の建設に目が向いてるんですけどね、公共施設は新図書館

だけじゃないんですよ、長与町はね。国からも要請されていますよね、公共

施設の総合管理というね。担当部署１カ所にまとめなさいと。どこに決まっ

たんですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今おっしゃるように、国からそういった注文が出てます。長寿命化とか強
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靱化とか、建てかえの問題等々あります。これをまだどこにってことはあり

ません。だから、長与町としましては、そのあたりを踏まえてやっぱり考え

ていく。そういった時期に来てると思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今までの議論の中でも建てかえは問題だとか言っておられるわけですよね。

そしたら、建てかえのために土地を買わないかんのか、ところてん式にやる

のか。ところてん式にやるんだったら、その青写真を示さないかんわけです

よ。例えば榎の鼻に新図書館を、そしてその後、抜けた後、どこの公共施設

を入れるんか。これ全体で青写真を示さんと、こんなの町民が納得しないで

すよ。だから、その青写真を早くやっぱりつくる必要があるということです

ね。今、タイミングとしては国の総合管理が要請されてるわけですよ、各市

町村にね。地域再生法もそうですよ。あれも来年の３月までに総合戦略をま

とめなさいとなっとるわけですよね。そういう国の計画があるわけですけど

ね、それにどんどんどんどんついて行かないといかんですね。人口予測もそ

うですよ。もう９次の総合計画まとったんじゃ遅いんですよ、どんどんどん

どん早く、長与町の単独の予想を、人口シミュレーションつくっていかない

といかんわけですね。そういうことで、ぜひ青写真を早く示していただきた

いと思います。 

 最後にですね、きょうは反問いただきましてありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 これにて、本日の日程は終了します。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

                            （散会 １６時２１分） 


